
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ḲḉᶻḨ  

 

20 22 3 3 1  

 



 

 



 

i  

ᶎᵷᶠᶊ 

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（平成24 年法律第 57 号。以下「小型家

電リサイクル法」という。）については、平成25 年 4 月の施行から約8 年が経過し、市区町村の参加や

小型家電の回収が広がり、一定の成果が上がっている。しかし、使用済小型家電製品の回収量につい

ては、当初掲げた目標である14 万トンに達しておらず、令和2 年 8 月 7 日に公表した「小型家電リサ

イクル法の施行状況の評価・検討に関する報告書（以下「小型家電リサイクル法報告書」という。）」にお

いても、引き続き当該目標の達成を目指し、回収量拡大等の方策を講じることとしたところである。 

また、近年、リチウム蓄電池を使用した製品が増加し、リチウム蓄電池そのもの及びリチウム蓄電池を

使用した製品（以下「リチウム蓄電池等」という。）が廃棄物として処理される過程で、火災事故等が発生

し、機材そのものへの被害に加えて、処理が滞ることによる社会的影響の発生、廃棄物を処理する体制

そのものへの影響が懸念されている。 

そこで、各自治体にリチウム蓄電池等処理困難物対策等について知見を提供し、各種対策を講じる

際の参考としていただくことを目的として、これまでの調査結果を踏まえた「リチウム蓄電池等処理困難

物対策集」を作成した。 

 



 

ii  

 

ᶍ ᶇ ᶍ ᶒ  

本対策集の構成及び各章の概要及び利用方法を以下に示す。 

   

1. ḲḉᶻḨ
ᶊᶃᵣᶅ 

P֩1 3  ֪

 ̧ ḲḉᶻḨᶹᶿḻ ᶡ ᶟᵆḲḉᶻḨ
ᵇᶍ ᶣ ᶍ ᶱ

 

 ̧ ╗ ᶉḲḉᶻḨ ᶍאל
ḩ᷀ḓḂḨᶇᴲ ᶍ

ᶒ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᶈ
ᶍᶧᵥᶊ ᶊאל ᶪּס ᵫᵡᶪᵪ
ᶱ  

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶊ ᶩ ᶟᶊ
ᵡᵾᶂᶅᴲḲḉᶻḨ ᶍ
ᶊ ᵸᶪ ᶣᴲḲḉᶻḨ
ᶍאל ḩ᷀ḓḂḨᴲ ᵫאל
ᵷᶣᵸᵣ ᶱ ᵸ
ᶪ 

2. ḲḉᶻḨ
ᶍ ᴴ

 

P֩4 25  ֪

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶱ ᵶᵾ ᶊᶃ
ᵣᶅᴲ ᶣ ᶍ
ᶊ ᵸᶪ ᶱוֹ P֩4 18  ֪

 ̧ ᵫ ᶱ ᵸᶪ ᶍ
֩ ᶍ ֪ᶊ ᵸᶪ
ᶱוֹ P֩18 22  ֪

 ̧ ᵫ ᵶᵾᵳᶞɵ ᵶƎ
ᶊḲḉᶻḨ 1ᵫᶈᶍ
ᵶᶅᵣᵾᵪᶱ ᵶᵾ ᶱוֹ

P֩23 25  ֪

 ̧ ᵫᴲᶈᵥᵣᶂᵾ ᶍḲḉᶻḨ
ᶱ ᵶᶅᵣᶪᵪᶱ

№ᵸ  ᶅ

 ̧ ᵫᴲ ᶞᶍḲḉᶻḨ
ᶱ ᵸᶪ ᶊᴲᶈᵥᵣᶂᵾ
ᶱ ᵸᶪᵪᶇᵣᶂᵾ ᶍ

ᶱ №ᵸ  ᶅ

 ̧ ᶊ ᵫ ᵶᵾᵳᶞᶱ
ᶇᵶᵾ ᶍ ᵪᶨᴲḲḉᶻוֹ
Ḩ ᶍ ᵫ ᵣ ᶇᵼᶍ

ᶍ ᶱ №ᵸ  ᶅ

3. ᶊᵩ
ᵰᶪḲḉᶻḨ

ᶍאל
 

P֩26 31  ֪

 ̧ ᶊᵩᵰᶪᴲḲḉᶻḨ
ᶍ ᶣᴲḲḉᶻḨ

ᶊ ╣ᵸᶪאל ᶍ ᶊ ᵸᶪ
2ᶱוֹ  

 ̧ ᶊᵩᵰᶪᴲ ᶊ ᵸᶪḲ
ḉᶻḨ ᶍ ᶊ ᵸᶪ

֩ ᶍ ᴲ ᶩ ᵶ
ᶍ ֪ᶍ ᶱ №ᵸ  ᶅ

 ̧ ᶊᵩᵰᶪᴲḲḉᶻḨ
ᶊ ╣ᵸᶪאל ᶍ ᶱ №
ᵸ  ᶅ

4. ᶊᵩ
ᵰᶪḲḉᶻḨ

ᶊ ╣ᵸ
ᶪ ⱶᴴ אל

 

P֩32 38  ֪

 ̧ ᶗᶍḚᶷḲḻ᷅ᶱ ᵷᶅ
№ᵶᵾᴲ ᶊᵩᵰᶪ ᶉ
ⱶᴴ אל ᶱ  

 ̧ ᶍ ֩ ᶗᶍ ᴲ
ᶍ ᴲ ᴲ

ᶊᵩᵰᶪ ֪ ᶊ ᵶᶅטּ
 

 ̧ ᶊᵩᵣᶅᴲḲḉᶻḨ
ᶍ ⱶᴴ אל ᶍ ᶊᴲ
ᶊᶈᶍᶧᵥᶉ ᵫ ᵴᶫᶅᵣ
ᶪᵪ №ᵶᴲ ᶍ ᶊᵩᵰ
ᶪ ᶇᵸ  ᶅ

5. ᶊᵩ
ᵰᶪ  

P֩39 90  ֪

 ̧ 4.ᶆ ᵶᵾ ᶆᴲ ᶊ ᵶᶅ
ᶱ ᵶᶅᵣᶪᶇ ᵧᶨᶫᶪ

ᶊᶃᵣᶅᴲ ᶉ ⱶᴴ אל
ᶣᴲ ᶍ └ ᶒᵼᶍ

וֹ ᶱ P֩39 50  ֪

 ̧ 3 ᶊ ᵶᵾ Ḫḏḳ
3ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶆ

ᵶᵾ ᶣᵼᶍ וֹ ᶍ וֹ ᶱ
P֩51 90  ֪

 ̧ ᶍ ᶊᵩᵰᶪᴲᶧᶩ
ᶉḲḉᶻḨ ᶍ ⱶᴴ אל
ᶱ №ᵶᴲ ᶍ ᶊᵩ

ᵰᶪ ᶊᵸ  ᶅ

 ̧ Ḫḏḳ ᶍ ᵪᶨᴲוֹ
ᶍ ᶉ ᶣᴲᵼᶍ וֹ

ᶍ ᶱ №ᵶᴲ ᶍ
ᶊᵩᵰᶪ ᶇᵸ  ᶅ

6. ḲḉᶻḨ

 

P֩91 95  ֪

 ̧ ᶍ ᴲ ᶍ
ᶊ ᶨᵹᴲḲḉᶻḨ ᶍ
ᴲ ᴲ ᶡ ᶠᵾḱᶹḝ᷊ᶹ᷄

ḳ ᶊ ᶱ ᵱᶅᴲ ᶍ
ᴲ ᶱ ᵥ ᶆᶍ ≥ ᶣ
ᴲ ᶍ ᶱ  

 ̧ ᴲ ᶊᵩᵰᶪ ᶊ ᶨ
ᵹᴲḲḉᶻḨ ᶍḱᶹḝ᷊ᶹ᷄
ḳ ᶊᵩᵣᶅ ᶩ ᶟ ᵫᵡᶪ
ᶱ ᵸ  ᶅ

 
1 本対策集では、リチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品を総称として「リチウム蓄電池等」と表現する。 
2 環境省「市区町村における使用済小型電子機器等のリサイクルへの取組状況に関する実態調査」の集計結果 
3 リチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策モデル事業 
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1.  ḲḉᶻḨ ᶊᶃᵣᶅ 

1.1  ḲḉᶻḨ ᶍ  

リチウム蓄電池にはリチウムイオン電池とそれ以外のリチウム二次電池（金属リチウム二次電池等の次

世代リチウム二次電池）が含まれる。 

現在、国内では、モバイル機器、EV 、産業用機器に用いられるリチウム蓄電池はほぼ全てリチウムイ

オン電池が用いられている。なお、「リチウムポリマー電池」「ポリマー電池」と称される電池は基本的に

全てリチウムイオン電池と考えてよい。 

一方、腕時計や、メモリーバックアップ用途の小容量の電池として、コイン型リチウム蓄電池が使用さ

れている。これには、コイン型のリチウムイオン電池の他に、負極にアルミニウムとリチウムの合金、正極

にマンガン系酸化物等が用いられた、コイン型金属リチウム二次電池が使用されている例もある。 

金属リチウム二次電池は1980 年代後期携帯電話に用いられたが、発火事故の事例があり、現在市

場に流通しているリチウム蓄電池の大多数はリチウムイオン電池に置き換わり、小容量のコイン型リチウ

ム蓄電池の一部に、金属リチウム二次電池が使用されている。なお、金属リチウム二次電池は、リチウム

イオン電池を超える性能が期待できるため、次世代リチウム二次電池の一つとして研究開発は現在も続

けられている。 

 

 1-1 ḲḉᶻḨ ᶍ  

出所）一般社団法人電池工業会提供資料より作成 

参考：電気用品の範囲等の解釈について 平成 24 ･03 ･21 商局第 1 号 平成 24 年 4 月 2 日（改正）2 0 1 4 1 2 2 2 商局 第 1 号 

平成 27 年 1 月 22 日 

1.2  ḲḉᶻḨ ᶍ ᶇאל ḩ᷀ḓḂḨ 

主なリチウム蓄電池の一つであるリチウムイオン電池（円筒形）の構造を図 1- 2 に示す。リチウムイオ

ン電池は、コバルト酸リチウム等の活物質をアルミ箔に塗布した正極板、黒鉛等の活物質を銅箔に塗布

した負極板及び各極を絶縁するセパレータで構成されている。円筒型・角型のリチウムイオン電池は正

極版と負極版がセパレータを挟んで交互に重ねられて巻かれた構造となっている。電解液には有機溶
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媒が含まれており、電池内蔵物のうち最も燃えやすいものである。メーカーにより異なるが、エチレン

カーボネート、ジメチルカーボネート等が用いられている。 

リチウム蓄電池を原因とした発火は、充電状態の電池に含まれる2 種類の電極物質が直接接触し、

化学反応を生じることにより起こる。電池に蓄えられるエネルギーが一度に放出されるのではなく、内部

短絡により、電池内部で徐々に反応が進み、電池温度上昇、発熱、内部燃焼を経て発煙・発火に至るこ

とがある。全て発火するとは限らず、温度上昇のみ、ガス噴出のみの場合もある。電池には可燃物であ

る電解液が含まれており、また内部発火に伴い酸素が発生するため、燃焼の三要素である可燃物、酸

素供給源、点火源が揃っている。 

前掲図 1- 1 で示したうち、コイン型リチウムイオン電池は、小型リチウムイオン電池と比べて容量が小

さいものが多いが、テープを巻く等の絶縁をせずにまとめて保管してしまうと、電池どうしが接触し、

ショートして発火につながる可能性があるため、リチウムイオン電池と同様に留意が必要である。また、

一つの製品にリチウム蓄電池が複数個使用されている場合もあり、一つの電池が発火すると他の電池

の発火を誘発して連鎖的に発火が発生する可能性がある。 

廃棄物処理プロセスにおいては、外力により内部短絡が起こることが多い。特に電極部分に圧がかか

ると発火しやすい等、圧力がかかる箇所によっても発火のしやすさが異なる。また、電池単体では発火

せずとも、破損箇所や安全弁から可燃性の溶剤が噴出すると、外部に発火源（例えば、破砕機付近で生

じる火花など）があった場合に、引火する可能性がある。 

放電しきっていないリチウム蓄電池は、雨ざらしの状態で放置するなどにより電気回路に湿気・水分

が侵入すると、通電して発火につながる可能性がある。 

完全放電されたリチウム蓄電池であれば、電池単体が発火するリスクは低い。近年の電池は自然放

電が起こりにくい設計になっているものもあり、消費者が完全放電を行うことは難しい。ただし、機器に

含まれる電池であれば、機器が動かなくなる程度まで電力を使い切っていれば発火リスクは低いため、

「電池はなるべく使い切ってから廃棄してください」といった住民への周知を行うことも有効と考えられ

る。 

リチウム蓄電池が膨らむ原因の一つは、上記のメカニズムにより内部でガスが発生することであるが、

衝撃を加えていないにも関わらず、電池が膨らむこともある。これは主に角型電池で発生しており、使用

年数の長期化に伴う劣化によるガスの発生によるものと考えられる。膨らむことで、リチウム蓄電池自体

の危険性が増すことはないが、膨らむことにより機器に干渉し、機器の安全装置等の破損やショート等

を引き起こす可能性がある。一般社団法人電池工業会では、膨らんだ電池を無理やり機器に装着しな

いよう呼び掛けている。4 

リチウム蓄電池が発熱・発火した場合に、大量の水で冷やすことは有効な対策である。ただし、何も異

常のないリチウム蓄電池を水につけると、水の電気分解で水素が発生するおそれがある上に、水がアル

カリ性になってしまう。アルカリ性の水が目に入ると危険であり、適切に排水処理する必要も生じる。 

なお、一般社団法人電池工業会が、リチウム蓄電池製品本体や包装箱、ならびに取扱説明書などに

表示を行うことにより、安全で適正な使用から廃棄にいたるまでの安全性の確保、維持を目的として作

成した「民生用小型二次電池および産業用リチウム二次電池の安全確保のための表示ガイドライン（第

6 版）」では、リチウム蓄電池の安全確保のための表示事項チェックリストにおいて、回収（リサイクル）時

 
4 一般社団法人電池工業会ホームページ「リチウムイオン二次電池の安全で正しい使い方」（閲覧日：2022 年 2 月 1 日） 

https://www.baj.or.jp/battery/safety/safety16.html  

https://www.baj.or.jp/battery/safety/safety16.html
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に要する処置及び電池の廃棄の禁止などとして以下を記載している。 

 ̧ リード線や金属端子部等が露出したものは、ビニールテープ等で必ず絶縁してください。ショー

トにより発火・発煙の原因になるおそれがあります。 

 ̧ プラスチックやビニールケースに入った電池パックは、絶対に解体しないでください。解体する

と金属端子が露出し、ショートの原因となります。 

 ̧ 運搬時は収納されているケースの中身の電池が動かないようにしっかりと梱包してください。

破損や金属端子のショートの原因となります。 

 ̧ （JBRC 会員の民生用製品の場合） 

Â 不要になった電池は、一般 家庭ごみとして捨てないで「排出協力店」へお持ちください。 

棄てられた電池がゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそ

れがあります。 

 ̧  （業務用製品あるいは JBRC 非会員の民生用製品の場合） 

Â 不要になった電池は、一般 家庭ごみとして捨てないで「当社指定の回収拠点」へお持ちく

ださい。 棄てられた電池がゴミ収集 車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因

になるおそれがあります。 

 

さらに、一般社団法人JBRC からは、以下のとおり案内している。 

 ̧ ご不要となったリチウム蓄電池は一般家庭ゴミとして棄てないでください。棄てられた電池がゴ

ミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になるおそれがあります。自治体の

指示に従い、正しく廃棄してください。一般社団法人JBRC では会員企業のリチウム蓄電池の

回収を行っています。お近くの「排出協力店」へお持ちください。 

（https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/ ） 

 

 

 1-2 ḲḉᶻḨ ᶍ ֩ⱦ Ḳḉ Ḩzᶹᶿḻ ᶍ  ֪

出所）一般社団法人電池工業会提供資料より作成 
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2.  ḲḉᶻḨ ᶍ ᴴ  

2.1  ᶍ  

2.1.1   

令和 2 年度経済産業省調査による、主に家電量販店で取り扱いのある品目の国内市場投入量の推

計結果を表 2 - 1 に示す。 

電源装置（モバイルバッテリー）、電気掃除機、電気かみそり、ワイヤレスイヤホンについては、密閉型

蓄電池5を使用した製品が300 万台以上国内市場に投入されているとの推計結果となった。 

また、多くの品目において販売台数ベースで95% 以上が密閉型蓄電池を使用した商品であったが、

電気歯ブラシ、美容関連機器（電気美顔器、電気脱毛器、ヘアアイロン）では、一定程度が一次電池を使

用した商品であった。 

 

קּ 2-1  ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶒ ᶊוֹ ᶄᵮ ᶍ  וֹ

 

֩ùֹ
ᶆ ᶠᶪ  ֪

ӡ2019

 וֹ

֩ ᶍ ᶱוֹ
᷿ᶼᶷ ᶒ ḉḫḕḳ
᷿ᶼᶷᶆ ᵶᶅ  ֪

Ӣ  

 

֩ ᶊוֹ ᶄᵬ
2Ǝ019

ḡᴻḁ  ֪

ӣӡᶍᵥᶀ
ᶱ ᵶᵾ 

ᶡᶍ֩ӡ Ӣ ֪

ù  

֩ḪḘᶹḳḘḋḎḲᴻ֪ 
374  100% 374  

ù  499  99% 492  

ù ᵪᶞᵼ  ɭ 556  99% 549  

ù Ḟḱ  ᷿ 217  68% 147  

ùḛḏᶿ᷀ḩḱ 84  100% 83  

ḑḵᴻḻ 7  100% 7  

ḏḀḇḳ᷀ḩḱ 211  97% 205  

᷇ᴻḨ  240  99% 237  

 80  62% 49  

 192  16% 30  

Ḡᶷᶷᶹḵḻ 51  82% 42  

ḗḻḏᶸḝᶶḻ 112  95% 107  

ḷᶹḬḴḁᶹḬḣḻ 556  99% 551  

ḇḞḴḋḐ 164  100% 164  

ḁḦᴻḐᶻᶾḋḉ 50  99% 49  

出所）経済産業省「令和２年度地球温暖化問題等対策調査（資源有効利用促進法施行状況等調査）報告書」P183  

  

 
5 資源有効利用促進法において、密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池を指す。 
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2.1.2  ḲḉᶻḨ ᶍ  

リチウム蓄電池の多くは小型家電に使用されていることから、小型家電の国内出荷量及び製品寿命

による小型家電の品目別排出台数推計を行い、リチウム蓄電池を使用した製品の比率、製品1 台あた

りの平均リチウム蓄電池使用数を乗じ、使用済リチウム蓄電池使用製品の発生台数及び発生重量を推

計した。推計フローを図 2 - 1 に示す。 

 
 2-1 ḲḉᶻḨ ᶍ  

 

国内出荷量は、業界団体の統計等を確認し、データがあった品目について、最新の国内出荷台数を

整理した。なお、データの制約上、リチウム蓄電池を使用していない製品を含む品目全体での出荷台数

を調査した。なお、業界団体による国内出荷量データは、業界団体に加盟するメーカーの国内出荷分の

合計量であることが多く、国内に本社を持つメーカーの海外工場生産分を含み、業界団体に加盟しない

メーカーの国内生産分は含まないことに留意する必要がある。 

製品寿命は、国立環境研究所製品使用年数データベース LiVES (Lifespan database for 

Vehicles, Equipment, and Structures) 6に掲載されている文献をもとに、品目別の製品寿命を

調査した。複数の文献があてはまる場合は、できるだけ日本での調査や新しい文献での値を反映させた。

なお、調査結果は複数品目に跨るものであり、また調査年が古いものや、日本以外での地域の調査を

含むため、必ずしも正確な実態を反映できていない点に留意する必要がある。 

リチウム蓄電池を使用した製品の比率は、正確な設定は困難であるため、令和元年度経済産業省委

託調査7による「リチウムイオン電池使用品目リスト」に記載されている、売上上位10 製品におけるリチウ

ム蓄電池使用状況をもとに、その比率を乗じることで設定した。製品1 台あたりの平均リチウム蓄電池

使用数は、基本的に1 個と設定したが、ワイヤレスイヤホン等、複数個のリチウム蓄電池を使用している

ことが明らかとなっている製品については、その個数（例えば、ワイヤレスイヤホンは3 個）を設定した。 

品目別のリチウム蓄電池重量は、品目ごとに使われているリチウム蓄電池の大きさを大（ロボット式掃

除機等）、中（モバイルバッテリー、電子たばこ等）、小（ワイヤレスイヤホン等）に分類し、それぞれ500g 、

200g 、10g と仮定した。 

結果として、2019 年のリチウム蓄電池の排出個数は 6,616 万個、排出重量は16,094 t と推計され

た。また、リチウム蓄電池を含む小型家電製品の排出重量は37,742 t と推計された。 

なお、2019 年経済産業省生産動態統計年報 機械統計編（経済産業省）では、2019 年の「リチウム

 
6 http://www.nies.go.jp/lifespan/isic_search.php  (閲覧日：2021 年 2 月 24 日)  

7 令和元年度経済産業省委託調査 令和元年度地球温暖化問題等対策調査（使用済小型電子機器等の再資源化事業調査）報

告書 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000102.pdf  (閲覧日：2021 年 2 月 24 日)  P20 ～34 、

添付資料① 

LIB 1
LIB

LIB
¥¥ ¥ LIB

LIB

βLIB:
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イオン蓄電池」（車載用を除く）の生産容量は96,783 万 Ah 8とされている。仮にリチウム蓄電池の重量

と容量の比率を44g ：2.4Ah とおくと、生産容量から計算される重量は 17,744t となり、今回の推計

値（16,094t ）はその91% であり、推計の一定程度の妥当性が確認された。 

2.1.3  ḲḉᶻḨ ᶍ ᴴ סּ  

令和 2 年度環境省調査において、リチウム蓄電池としての排出量が大きい品目及び火災発生の原因

として頻繁に指摘されている品目について、リチウム蓄電池使用の表示有無及び製品からのリチウム蓄

電池の分離可能性、容易性の調査を実施した。 

具体的には、モバイルバッテリー、電気かみそり、加熱式たばこ、コードレス掃除機、ロボット掃除機、

ワイヤレスイヤホン、スマートフォンの7 品目を抽出し、リチウム蓄電池を使用している売上上位5 製品

についてWeb での文献調査を行った。 

調査項目は以下のとおり。 

 

＜リチウム蓄電池の使用に関する表示の有無＞ 

 ̧ 製品への表示 

Â Web 上で製品の外観写真を確認し、リチウム蓄電池の表示について製品本体に表示され

ているか確認を行った。ただし、製品前面以外の外観写真は必ず掲載されているとは限ら

ないため、裏面や電池の蓋等、見えにくい部分に表示されている場合、本調査では確認で

きていない可能性に留意する必要がある。 

 ̧ 説明書への表示 

Â Web 上に掲載されている説明書を確認し、リチウム蓄電池の使用有無について記載され

ているか確認を行った。ただし、説明書がWeb 上に公開されていない場合、本調査では

確認できていない可能性に留意する必要がある。 

 

＜製品からのリチウム蓄電池の分離可能性、容易性＞ 

 ̧ 分離可能性 

Â 説明書及び外観・使用時写真等から、廃棄の際にリチウム蓄電池を製品から取り外し可能

か（説明書に取り外し方法が記載されているか、外観に電池の取外口があるか等）どうか

判定を行った。 

 ̧ 工具の必要性（容易性） 

Â 説明書に記載された「廃棄方法」等の記述等から、廃棄の際に消費者が自らリチウム蓄電

池を製品から取り外し可能か（別途工具を用意する必要があるか）どうか判定を行った。 

 

調査結果を表 2 - 2 に示す。ただし、Web 調査で判定できたもののみをカウントしており、Web 上に

説明書が掲載されていない等の理由で確認できていないものはカウントされていない点に留意する必

 
8 Ah （アンペア・アワー）：1 時間で流せる電流の大きさを表す単位 
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要がある。 

リチウム蓄電池の使用状況については、製品への表示は、コードレス掃除機を除く製品ではほとんど

確認できなかった。これは、比較的小さい製品では、製品裏面等の写真が掲載されていないため確認で

きなかったケースもあった。説明書への表示については、説明書が確認できた場合はほとんど記載され

ていたが、一部ワイヤレスイヤホンでは記載されていない例もあった。また、製品からのリチウム蓄電池

の分離可能性については、比較的小型で防水性を求められる品目（モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤ

ホン、スマートフォン等）については分離ができず、バッテリー交換を想定する品目（電気かみそり、掃除

機）については分離が可能だと考えられる製品が多かった。 

 

 2-2 Ḳḉ Ḩz ᶍ ᶍ ᴴ סּ  וֹ

 

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶊ 

ᵸᶪ ᶍ  

ᵪᶨᶍḲḉᶻḨ ᶍ 

סּ ᴲ ⌐  

ᶗᶍ ᵫ
ᵡᶪ  

ᶗᶍ 

ᵫᵡᶪ  

סּ ᶇ 

ᵶᵾ  

ᵫ ᶇ 

ᵶᵾ  

ḪḘᶹḳḘḋḎḲ  ᴻ 20% 60% 0% 100% 

ᵪᶞᵼ  ɭ 20% 100% 100% 100% 

נּ ᵾᶏᵲ 0% 40% 20% 0% 

᷈ᴻḑḴḁ  100% 100% 100% 100% 

ḵḤḋḐ  20% 80% 100% 0% 

ḷᶹḬḴḁᶹḬḣḻ 20% 60% 0% 0% 

ḁḦᴻḐḝᶾḻ 0% 80% 0% 0% 

※各品目におけるリチウム蓄電池を使用した製品のうち売上上位5 製品について調査 

2.2  ᶍ ᴴ  

令和 3 年度環境省調査において、消費者における小型家電の保有状況や排出実態を定量的に把握

するアンケートを実施した。具体的には、品目別の排出台数、排出先等を聴取するとともに、リチウム蓄

電池の排出実態を把握すべく、電池を使用すると思われる品目については小型家電対象品目以外の品

目も含め電池の取り外し状況、絶縁状況、排出先等を聴取した。 

調査の実施概要を表 2 - 3 に示す。 

 

 2-3 ᴴ ᶷḻ᷆ᴻḐ  

ᶷḻ᷆ᴻ Ḑ  

 2021 7 9 ֩ ֪2021 7 13 ֪ אל֩

ᶉ 

 

ă ᵰᶇ ᵰᶍ2 ᶍᶷḻ᷆ᴻḐᶱ  

ᵊ ᵰᶷḻ᷆ᴻḐᵋ 
קּ ה 9֩ ֹ PHHSᴲḇḞḴḋḐᴲḖᴻḐPCᴲḏḀḇḳ᷀ḩḱᴲ᷇ᴻḨ

ᴲ ᵪᶞᵼᶩᴲ ᴲḪḘᶹḳḘḋḎḲᴻᴲּנ ᵾᶏᵲ֪ᶍ ᴴ ᴴ ᴴ
ᴴ ᴲ ᵶᵾ ᶍ ᴲ  

ᵶᶅᵣ ה /ᶅ ᵶᵾ ᶗᶍ ֩ ᵪᶞᵼᶩᴲḪḘᶹḳḘḋḎḲᴻᴲ
נּ ᵾᶏᵲ  ֪

ᶱ ה ᵸᶪ ᶍ ᶍ ⅛ᵣ֩ ᵶᴲ ꜗᴲ ֪֩ ᵪᶞᵼᶩᴲḪḘᶹ
ḳḘḋḎḲᴻᴲּנ ᵾᶏᵲ֪ 
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ᵶᵾ ה ᶍ ֩ḪḘᶹḳḘḋḎḲᴻᴲּנ ᵾᶏᵲ֪ 

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳḦᴻ᷄ᶍ ה  

ᶍ ה ᶊ ᵸᶪ  

ᶍ ה ᶍᵾᶠᶧᵮ ᵸᶪḩḏᶸ  ʊ

  ה

 の認知度「小型家電リサイクル」 ה

ᵊ ᵰᶷḻ᷆ᴻḐᵋ 
קּ ה 7֩ DֹVD BHDḟḴᴻḬᴲḏḁ᷄ḐḋḟPCᴴḪḓḇᴲḟḲḻḇᴻᴲ

ᴲ ḴḻḀᴲ ᴲ ᴴ ᵰ ֪ᶍ ᴴ ᴴ ᴴ ᴲ ᵶᵾ
ᶍ ᴲ  

ᶍ ה ֩᷈ᴻḑ ᴴ᷈ᴻḑḴḁᴴḵḤḋḐ֪ᴲ ᵶᶅᵣᶪ/ ᵶᵾ ᶗᶍ
ᴲ ᶱ ᵸᶪ ᶍ ᶍ ⅛ᵣ֩ ᵶᴲ ꜗᴲ ֪ 

 H

᷊ḻḟḳ  

ᵰ 1ֹ5 ∙ ᶍ╗ ᵫ NG=3,747 

ᵰ 1ֹ5 ∙ ᶆ ᶍ ᶍּק ᶊᶃᵣᶅᵡᶪ ∙ №ᵶᶅᵣᶪ ᵫ
NG=3,749 

ᵣᵹᶫᶡ ᴴ ᴴ ╓ᶱ ᶍ ᶊ ᵷᶅ  

2.2.1  ᶍ ᴴ ᴴ ᴴ ᴴ  

1֩  ֪ ᶆ ᵸᶪ  

保有・利用・購入・買替・排出台数に関する回答から品目別に平均台数と標準偏差を算出した結果を

表 2 - 4 に示す。平均保有台数では、腕時計が1.61 台、携帯電話・PHS が 1.43 台と1 台を超えた。

一方で、腕時計の保有台数については標準偏差が2.26 と他品目に比べて大きい。 

 

 2-4 ᴴ ᴴ ᴴ ᴴ ᶍ ᴴ ֩ ֪ 

  

     
 

( ) 

 

( ) 

n  

            

1 
ᴴ

PHS 
3,747 1.43 1.27 0.96 0.57 0.36 0.60 0.26 0.50 0.20 0.52 - - 

2 
ḇḞḴḋḐ

 
3,747 0.51 0.70 0.40 0.58 0.11 0.33 0.06 0.25 0.05 0.23 - - 

3 
ḖᴻḐḙḅ
᷈ḻ 

3,747 0.89 0.86 0.69 0.65 0.15 0.43 0.09 0.34 0.07 0.29 - - 

4 
ḏḀḇḳ᷀
ḩḱ 

3,747 0.77 0.96 0.42 0.67 0.08 0.33 0.04 0.22 0.06 0.33 - - 

5 ᷇ᴻḨ  3,747 0.70 1.30 0.39 0.81 0.12 0.37 0.03 0.19 0.05 0.27 - - 

6 
ᵪᶞᵼ

 ɭ
3,747 0.60 0.75 0.49 0.63 0.13 0.41 0.07 0.30 0.07 0.32 0.14 0.95 

7  3,747 1.61 2.26 0.86 1.15 0.16 0.50 0.06 0.29 0.07 0.37 - - 

8 
ḪḘᶹḳ 

ḘḋḎḲ  ᴻ
3,747 0.80 0.96 0.61 0.76 0.16 0.42 0.06 0.26 0.06 0.25 - - 

9 
נּ ᵾᶏ

ᵲ 
3,747 0.17 0.61 0.12 0.46 0.06 0.29 0.03 0.20 0.03 0.18 - - 

注）1 標準偏差が 1 を超えたものを太字で表示 

注）2 異常台数は 0 に補正して集計（保有台数の異常値は利用台数に補正） 

注）3 リチウム蓄電池を使用していると考えられる3 品目（電気かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たばこ）のうち、電池を取り外し可

能な製品が多い電気かみそりについては、取り外して排出した電池の個数（表中「排出台数（電池）」）も聴取した 
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2֩  ֪ ᶆ ᵸᶪ  

保有・利用・購入・買替・排出台数に関する回答から品目別に平均台数と標準偏差を算出した結果を

表 2 - 5 に示す。平均保有台数では、置時計・掛け時計が2. 67 台と2 台を超えた。一方で、置時計・掛

け時計の保有台数、利用台数については標準偏差がそれぞれ2. 27 、2.12 と他品目に比べて大きい。 

 

 2-5 ᴴ ᴴ ᴴ ᴴ ᶍ ᴴ ֩ ֪ 

      
  

( ) 
 

( ) 

n  
          

1 
DVDḟḴᴻḬᴲḞḳᴻ
Ḵᶹḏᶸḁ᷄ḟḴᴻḬ 

3,749 1.12 0.97 0.90 0.81 0.14 0.38 0.08 0.29 0.09 0.33 

2 
ḏḁ᷄Ḑḋḟḙḅ᷈ḻ
֩Ḫḓḇᶱ ᶟ֪ 

3,749 0.75 1.06 0.59 0.85 0.11 0.35 0.07 0.27 0.08 0.31 

3 
ḟḲḻḇᴻ֩ḁ᷂ḫḒ
ᶇᶍ ᶱ ᶟ  ֪

3,749 0.85 0.65 0.73 0.59 0.12 0.34 0.09 0.30 0.10 0.33 

4  3,749 1.04 0.46 0.89 0.42 0.16 0.40 0.12 0.35 0.12 0.33 

5 ḴḻḀ 3,749 1.02 0.31 0.93 0.35 0.15 0.38 0.12 0.34 0.11 0.32 

6 ᴴ ᵰ  3,749 2.67 2.27 2.42 2.12 0.22 0.52 0.11 0.36 0.12 0.37 

7  3,749 1.60 0.92 1.41 0.83 0.26 0.59 0.14 0.38 0.14 0.37 

注）1 標準偏差が 1 を超えたものを太字で表示 

注）2 異常台数は 0 に補正して集計（保有台数の異常値は利用台数に補正） 

 

リチウム蓄電池を使用していると考えられる品目として選定した掃除機については、掃除機の形状

（コード有・コードレス・ロボット型）を聴取したうえ、単体で購入した電池の個数（表中「購入台数（電

池）」）、そのうち買替として購入した個数（表中「買替台数（電池）」）、及び取り外して排出した電池の個

数（表中「排出台数（電池）」）も聴取した。結果として、掃除機全体での電池購入個数・電池買替個数・

電池排出個数の標準偏差はそれぞれ 5 .08 、3 .97 、3.70 と大きな値となり、いずれもばらつきがあるこ

とが示唆された。また、特にロボット掃除機に関しては回答数が少ないこともあり、回答のばらつきが大

きくなっていることが確認された。 

 

 2-6 ᴴ ᴴ ᴴ ᴴ ᶍ ᴴ ֩  ֪

        ( ) ( ) 

n          

0  3,749 1.60 0.92 1.41 0.83 0.26 0.59 1.40 5.08 

1 ᷈ᴻḑ  2,012 1.54 0.83 - - 1.16 1.16 - - 

2 ᷈ᴻḑḴḁ 1,392 1.78 0.89 - - 1.09 0.31 6.80 8.87 

3 ḵḤḋḐ 188 2.29 0.93 - - 1.18 0.38 9.16 12.77 

 

      ( ) ( ) ( ) ( ) 

n          

0  3,749 0.14 0.38 1.00 3.97 0.14 0.37 0.97 3.70 

1 ᷈ᴻḑ  2,012 - - - - 1.06 0.26 - - 

2 ᷈ᴻḑḴḁ 1,392 - - - - 1.04 0.21 5.31 6.68 

3 ḵḤḋḐ 188 - - - - 1.17 0.38 7.88 10.69 

注）1 標準偏差が 1 を超えたものを太字で表示 

注）2 異常台数は 0 に補正して集計（保有台数の異常値は利用台数に補正） 
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2.2.2  ᶍ  

1֩  ֪ ᵶᵾ קּ ᶍ  

個人で所有していた小型家電について、排出した各品目の利用状況は、携帯電話・PHS で「毎日使

用していた」との回答が8 割以上、タブレット端末、ノートパソコンでも5 割以上を占め、使用頻度が高

い。一方で、デジタルカメラ、ゲーム機では「1 年以上使用していなかった」が2 割以上と使用頻度が低

い。（図 2 - 2） 

 

 2-2 ᵶᵾ קּ ᶍ ֩  ֪

 

世帯で所有していた小型家電について、排出した各品目の利用状況は、炊飯器、電子レンジで7 割

前後が、置時計・掛け時計では8 割以上が「毎日使用していた」と回答しており、使用頻度が高い。一方

で、プリンターでは「毎日使用していた」が1 割に留まった。（図 2 - 3） 
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 2-3 ᵶᵾ קּ ᶍ ֩  ֪

2֩  ֪ ᵶᵾ קּ ᶍ  

個人で所有していた小型家電の排出先については、携帯電話・PHS で「携帯電話事業者の展開する

キャリアショップ」が5 割弱となり最多であった。電気かみそりでは「家庭ごみ（市区町村回収）」が6 割

を超えた。（図 2 - 4） 

リチウム蓄電池を使用していると考えられる品目については、加熱式たばこの約 4 割が「家庭ごみ（市

区町村回収）」に排出されていた。 
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図 2 - 4  ᵶᵾ קּ ᶍ ֩  ֪

注） リチウム蓄電池を使用していると考えられる3 品目（電気かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たばこ）のうち、小型家電対象品目

でないモバイルバッテリー、加熱式たばこについては未聴取 

 

世帯で所有していた小型家電の排出先について、デスクトップパソコン以外で「家庭ごみ（市区町村

回収）」が最多であり、置時計・掛け時計では5 割を超えた。デスクトップパソコンでは、「小売店」が2 割

を超え最多であった。（図 2 - 5） 

 

 2-5 ᵶᵾ קּ ᶍ ֩  ֪

7%

12%

9%

17%

11%

9%

20%

5%

7%

6%

23%

18%

39%

61%

46%

28%

8%

10%

27%

12%

12%

7%

9%

14%

0%

1%

1%

3%

1%

4%

0%

3%

3%

10%

8%

4%

2%

3%

8%

11%

10%

13%

30%

24%

0%

8%

16%

19%

22%

22%

12%

4%

14%

11%

6%

2%

2%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PHS (n=647)

(n=183)

(n=241)

(n=171)

(n=152)

(n=217)

(n=228)

Ṋ

3R

ṕ Ṗ

20%

14%

18%

18%

17%

19%

16%

30%

9%

37%

45%

32%

63%

43%

19%

25%

19%

16%

27%

4%

20%

14%

3%

1%

3%

2%

3%

1%

2%

7%

12%

10%

6%

10%

4%

8%

8%

10%

6%

4%

5%

3%

3%

11%

12%

5%

7%

7%

5%

7%

2%

5%

2%

3%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DVD BD (n=295)

(n=251)

(n=359)

(n=424)

(n=411)

(n=400)

(n=503)

Ṋ 3R

ṕ Ṗ



 

13 

 

3֩  ֪ ḲḉᶻḨ ᶍ  

リチウム蓄電池を使用していると考えられる4 品目（電気かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たば

こ、掃除機）のうち、製品寿命に関するデータに乏しいモバイルバッテリー、加熱式たばこについて、過去

1 年以内に手放した製品の購入時期を問うことで製品寿命の調査を行った。結果は図 2 - 6 のとおりで

あり、いずれも3 年前後と短期間のうちに製品寿命を迎え、排出されることが示唆された。 

 

 2-6 1 ∙ ᶊ ᵶᵾ ᶍ ᶍ ᶇ  

注） 2021 年に排出されたものは寿命0 年、2020 年排出は 1 年、として加重平均により製品寿命を算出 

 

排出した掃除機について、掃除機の種類（コード式掃除機、コードレス掃除機、ロボット掃除機）のい

ずれであったかを問う設問の回答結果は図 2 - 7 のとおりである。ロボット掃除機を排出したとする回答

は 23 件に留まったため、以降のロボット掃除機に関する定量的な分析は正確性の点で課題が残ること

に留意が必要である。 

 

 2-7 ᵶᵾ ᶍ N֩=503֪ 

 

リチウム蓄電池を使用していると考えられる4 品目（電気かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たば

こ、掃除機）について、現在保有している製品、及び過去1 年以内に排出した製品には実際にどのような

電池が使用されていたかを調査した。結果はそれぞれ図 2 - 8、図 2 - 9 のとおりであり、コード有掃除

機を除くいずれの品目についても、2 割から 3 割の回答者が「リチウムイオン電池が使用されている」と

認識していた。他方、電気かみそりについては、乾電池を使用する製品を対象に含めていることから、乾
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電池の割合が大きい。また、モバイルバッテリーやコードレス掃除機に「電池が使用されていない」とする

回答も見られた。 

 

 2-8 ᶗᶍ  

 

 

 2-9 ᶗᶍ  

 

電池を取り外し可能な製品が多い電気かみそりと掃除機のうちコードレス掃除機、ロボット掃除機を

対象として、電池が使用されている製品を手放したい状態を仮定して電池排出行動（電池取り外し、絶

縁）について聴取した。回答結果は図 2 - 10、図 2 - 11 のとおりである。手元に捨てたい製品があったと

したとき、電池を取り外すだろうとする回答は7 割から 8 割程度であった。取り外した電池の絶縁につ

いて、実施するだろうとする回答は4 割から5 割程度であった。 

なお、令和2 年度調査においては、同様の内容を「過去1 年以内に対象製品を排出した回答者」に対

して、実際の電池排出行動を聴取した。令和3 年度調査と比較して回答数は少なかったものの、電池取

り外しは6～7 割程度、絶縁は4～6 割程度の回答者が実施したという結果が得られており、図 2 - 10、

図 2 - 11 に示す結果と傾向は一致していた。 
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 2-10 ᶱ ᵸᶇּי ᵶᵾᶇᵬƎ ᵸᶪ ᶍ ᶩ ᵶᶊ ᵸᶪ≥  

 

 2-11 ᶱ ᵸᶇּי ᵶᵾᶇᵬƎ ᵸᶪ ᶍ ᶍ ꜗᶊ ᵸᶪ≥  

 

電気かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、掃除機のうちコードレス掃除機、ロボット掃除機を

対象として、電池が使用されている製品を手放したい状態を仮定したとき、排出方法を調査するかどう

か、また電池の排出先に関する意向を聴取した。回答結果は図 2 - 12、図 2 - 13 のとおりである。 

手放したい製品の手放し方について調べるとした回答は加熱式たばこが4 割程度と最も低く、コード

レス掃除機やロボット掃除機は6 割から 7 割と他製品と比較して高い傾向にあった。また、最終的な排

出先としてプラスチックごみを選択した回答は1%から2% 程度であった。 
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 2-12 ᶱ ᵸᶇּי ᵶᵾᶇᵬƎ ᶍ ᶊ ᵸᶪ≥  

 

 

 2-13 ᶱ ᵸᶇּי ᵶᵾᶇᵬƎ ᶍ ᶍ ᶊ ᵸᶪ≥  

 

以降では、電池を使用する製品を問わず、一般的な電池に関する認識について聴取した。 

はじめに、電池の種類や回収・リサイクルが必要であることを示す、電池リサイクルマークの認知度に

ついて聴取した。結果は図のとおりである。電池リサイクルマークを見たことがあったとする回答者は全

体の 55% 程度であり、マークの意味も知っていたとする回答者は15% に留まった。このことから、リサ

イクルマークの表示に加えて、リサイクルマークの意味について周知を図ることの重要性も示唆された。 

 

 

 2-14 Ḳ᷊ᶹ᷄ḳḦᴻ  ᷄

出所） 一般社団法人 JBRC ホームページ 

https://www.jbrc.com/general/distinguish/ （閲覧日：2021 年 6 月 28 日） 
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 2-15 Ḳ᷊ᶹ᷄ḳḦᴻ᷄ᶍ  

 

続いて、リチウム蓄電池の危険性に関する認識について調査を行った。具体的には、回答のバイアス

を抑えるため、リチウム蓄電池の特徴を示す選択肢を複数提示し、それぞれ「正しい」、「正しくない」、

「わからない」の中から選択する形で認知状況を聴取した。結果は図 2 - 16 のとおりであり、グラフ下部

の「強い衝撃が加わると、発熱・破裂・発火等の危険性がある」に対して「正しい」との回答が正とみなし

た。この選択肢について、「わからない」とする回答が4 割弱を占めたため、電池の正しい取扱いと危険

性についても周知の必要があることが示唆された。 

 

 2-16 ḲḉᶻḨ ᶍ ᶊ ᵸᶪ  

 

排出する際の製品や電池の排出方法の情報入手方法について、「最もよくとる方法」、「二番目によく

とる方法」、「三番目によくとる方法」、さらに「手放し方が分からない製品が手元にあったとき、最初にと

る方法」を聴取した。結果は図 2 - 17 のとおりであり、通常、最もよく確認されるメディアは自治体から

紙で配布されたごみカレンダー・ごみ分別マニュアルであるが、手放し方が分からない家電製品の手放
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し方を確認するとき、その割合は半減する。このことから、多様なメディアを用いて望ましい排出方法の

周知を行う必要性が示唆された。 

 

 2-17 ᶍ ᶍᵾᶠᶧᵮ ᵴᶫᶅᵣᶪḩḏᶸ  ʊ

 

2.3  ᶍ ᶊ ᵸᶪ≥  

令和 3 年度環境省調査において、消費者における小型家電及びリチウム蓄電池関連品目の排出時

の意識に把握するアンケートを実施した。具体的には、過年度調査において、消費者が小型家電の排出

先選択において特に意識する項目であることが示唆された「資源価値」、「安全性（情報処理の観点、リ

チウム蓄電池等による発火の観点）」、「負担感」に関して、関連するキーメッセージを示したうえ、小型家

電をどのように排出するか意向を聴取した。 

本調査の実施概要を表 2 - 7 に示す。 

 

 2-7 ≥ ᶷḻ᷆ᴻḐ  

ᶷḻ᷆ᴻ Ḑ  

 2022 1 24 ֩ ֪2022 1 25 ֪ אל֩

ᶉ  

 

ֹ ᴲḖᴻḐḙḅ᷈ḻᴲḟḲḻḇᴻᴲ ḴḻḀᴲ᷈ᴻḑ ᴲ᷈ᴻ
ḑḴḁ  

זּ ᶍ ᶱ ᵮ ᶀ ᵶᵾ ᶍḩḋḃᴻḀᶱ ≥ᵶᴲḩḋḃᴻḀᶱ ᵶᵾᵥ
ᵧᴲ ᶍ ᶱ ᵸᶪᶇᵬᶈᶍ ᶱ ᵸᶪᵪᶊᶃᵣᶅ  

לּ ¶  

¶ ↨ ֩ ᶍ  ֪

¶ ↨ ֩ḲḉᶻḨ ᶊᶧᶪ ᶍאל ֪ 
¶  

ᵲᶍ ᴲ ᶊ ᵸᶪ ᵧ ᶊᶃᵣᶅᶡ  

 H

᷊ḻḟḳ  

15 ∙ ᶍ╗ ᵫ NG=2,090 
ᵣᵹᶫᶡ ᴴ ᴴ ╓ᶱ ᶍ ᶊ ᵷᶅ ᴳ 
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2.3.1 לּ  ᶊ ᵸᶪḩḋḃᴻḀᶍ ≥ ᶗᶍ☼  

小型家電に含まれる資源価値を強く打ち出した排出促進のメッセージとして、以下の2 種類を用意し

た。 

① 「小型家電はレアメタル等の有用金属を含む一方、鉛などの有害物質を含むものもあることから、

法律に基づく適切なリサイクルが必要です。」 

② 「日本では年間 65 万トンの小型家電が使われなくなっていますが、その中には844 億円分も

の貴重な金属が含まれています。リサイクルをもっと進めるよう、回収にご協力ください。よりよ

い環境のために、未来の子どもたちのために。」 

これらのメッセージを回答者へランダムに表示したうえ、手元に故障しており手放したい小型家電が

あるとしたとき、どの排出先を選択するかについて聴取した。結果は図 2 - 18 のとおりである。個人で 

保有していることが多いと考えられる携帯電話及びノートパソコンについては、2.1 に示した保有・排

出実態調査では小型家電区分への排出が 10% 前後であったのに対して本調査では約20% となっ

ており、小型家電としてリサイクルすべきである、という意識が高まったものと推察される。世帯で保

有している（個人所有にはあたらない）ことが多いと考えられるプリンター、電子レンジ、掃除機につい

ては、保有・排出実態調査と比較してごみステーションの回収への排出割合が4 割前後から 2 割前

後に減少し、小型家電回収や、小売店回収へ排出するとする回答が増加した。いずれも、小型家電に

含まれる資源を循環させるべきという意識に働きかけたものと推察される。 

 

לּ 2-18  ᶊ ᵸᶪḩḋḃᴻḀᶱ ᵰᵾ קּ ᶍ≥  

2.3.2  ᶍ↨ ᶊ ᵸᶪḩḋḃᴻḀᶍ ≥ ᶗᶍ☼  

小型家電中の情報の安全な処理に関する内容を強く打ち出した排出促進のメッセージとして、以下の

2 種類を用意した。 

① 「市区町村や、国の認定を受けた認定事業者は、回収からリサイクルされるまで、盗難対策を講

じるなどしっかりと管理します。また、携帯電話は携帯ショップ、パソコンはメーカーでも回収して

います。」 
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② 「小型家電リサイクル制度では、携帯電話やパソコンを回収する宅配回収・家電量販店において、

国の認定のもと情報漏洩対策がチェックされています。」 

0 にて示した内容と同様に、これらのメッセージを回答者へランダムに表示したうえ、手元に故障して

おり手放したい小型家電があるとしたとき、どの排出先を選択するかについて聴取した。結果は図 

2 - 19 のとおりである。プリンター、電子レンジ、掃除機は0 と比較して結果に大きな変化が見られなかっ

たが、情報機器である携帯電話及びパソコンは0 と比較して小型家電回収への排出割合が微減し、携

帯電話ではキャリアショップへの持ち込み・回収が、パソコンでは小売店への持ち込み・回収が微増した。

また、パソコンに関しては自由回答において「メーカーに引取回収を依頼する」等の回答も複数見られ、

メーカー回収ルートが一定程度認知されていることが示唆された。 

 

 

 2-19 ᶍ↨ ᶊ ᵸᶪḩḋḃᴻḀᶱ ᵰᵾ קּ ᶍ≥  

2.3.3  ḲḉᶻḨ ᶊᶧᶪ אל ᶇᵶᶅᶍ↨ ᶊ ᵸᶪḩḋḃᴻḀᶍ ≥

ᶗᶍ☼  

小型家電中のリチウム蓄電池等による発火への安全対策に関する内容を強く打ち出した排出促進の

メッセージとして、以下のメッセージを用意した。また、メッセージの他、図 2 - 20 に示す日本容器包装リ

サイクル協会によるリチウム蓄電池等の適正排出を促すポスターを調査画面に掲載した。 

① 「小型家電に入っているリチウムイオン電池は、破損・変形により発熱・発火する危険性がありま

す。不要になったリチウムイオン電池や電池が入った小型家電は、お住まいの市区町村のごみ捨

てルールに従って、捨ててください。」 
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 2-20 Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ᶊᶧᶪḲḉᶻḨ ᶍ ᶱ ᵸḥḁḇᴻ 

出所） 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ 

https://www.jcpra.or.jp/Portals /0/resource/association/pamph/pdf/Li_poster_B.pdf （閲覧日：202 2 年 1 月 14 日） 

メッセージまたはポスターを回答者へランダムに表示したうえ、手元に故障しており手放したい小型家

電があるとしたとき、どの排出先を選択するかについて聴取した。結果は図 2 - 21 のとおりである。排出

先の傾向は 0 と大きくは変わらないが、自由回答において「電池のみ取り外して市区町村の回収に出

す」、「電池を取り出して本体はごみステーションに出す」等の回答が見られた。このことから、電池を適

切な区分に排出し安全に処理するべきであり、分解して個別に排出することで安全対策が可能であると

いう認識があることが示唆された。実態としては、特に携帯電話等、リチウム蓄電池の取り外しが非常に

困難な製品があるため、そのような分解困難な製品についての周知、またその適切な排出方法について

の周知が重要となると考えられる。 

 

 2-21 ḲḉᶻḨ ᶊᶧᶪ אל ᶍ↨ ᶊ ᵸᶪḩḋḃᴻḀᶱ ᵰᵾ קּ ᶍ≥ 

2.3.4  ᶍ ᵫ ≥ ᶊ ᶛᵸ☼  

小型家電排出時の負担感が排出意識に及ぼす影響の検証にあたっては、下記のメッセージを提示し
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たうえ、手元に故障しており手放したい小型家電があるとしたとき、「最も負担と感じる手放し方」、及び

「2 番目に負担と感じる手放し方」がそれぞれどの排出方法であるかについて聴取した。 

① 「市役所などの公共施設、またはスーパー、家電量販などの小売店に、回収ボックスが設置され

ている市区町村もあります。ごみ回収の区分に「小型家電」がある市区町村もあります。詳しくは

お住まいの市区町村にお尋ねください。」 

結果は図 2 - 22 のとおりである。いずれの品目においても、負担と感じる排出方法は分散している。

また、「手放さず、手元に置いておく」ことを負担であるとする回答も、品目によらず同程度であり、品目

の大きさ・重量等は退蔵製品の保管への影響が小さいことが示唆された。 

 

 

 

品目：携帯電話 

 

品目：ノートパソコン 

 

品目：プリンター 

 

品目：電子レンジ 

 

品目：コード式掃除機 

 

品目：コードレス掃除機 

 2-22 ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  
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2.4  ᵫ ᵸᶪ ᶗᶍḲḉᶻḨ ᶍ  

令和 2 年度環境省調査において、市区町村が収集したごみへのリチウム蓄電池等の混入状況につい

て調査を実施した。 

具体的には、6 つの市区町村の事業場について、それぞれ不燃ごみや容器包装プラスチック等のごみ

区分の廃棄物を対象に、使用済小型家電をサンプリングし、製品種類や電池の種類及び取外可否等に

ついて調査した。 

市区町村が収集したごみへのリチウム蓄電池等の混入状況は、その市区町村が分別回収を行ってい

るごみの種類（ごみ区分）の設定によって変化する可能性が考えられることから、全国の市区町村を、小

型家電の回収実施有無9、及び容器包装プラスチックの回収実施有無10によって、計4 カテゴリに分類

し、各カテゴリから調査対象市区町村を選定することとした。 

選定にあたっての参考情報として、表 2 - 8 に示すパラメータを算出した。 

 

 2-8 ᷀Ḏ᷉Ḳᶍḙḱḩᴻḇ 

 ᷀Ḏ᷉Ḳ1 ᷀Ḏ᷉Ḳ2 ᷀Ḏ᷉Ḳ3 ᷀Ḏ᷉Ḳ4 

קּ    ᵺᵹ ᵺᵹ 

ḟḱḁḉḋ᷄   ᵺᵹ  ᵺᵹ 

ӡ  699 662 113 160 

Ӣ  72,935,854 45,644,408 2,410,606 2,962,509 

ӣ ֩Ӣ½ӡ ֪ 104,343 68,949 21,333 18,516 

Ӥ╗ ᵾᶩ קּ
k֩g/  ֪

0.46 0.60 - - 

ӥ╗ ᵾᶩ ḟ
ḱḁḉḋ᷄

k֩g/  ֪

7.7 - 6.2 - 

Ӧ╗ ᵾᶩּס ᵳᶞ
k֩g/  ֪

159 182 181 185 

ӧ╗ ᵾᶩ ᵳᶞ
k֩g/  ֪

11 12 12 16 

出所）②総人口：環境省「市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査」（令和元年度）の回答における

平成 31 年 4 月現在の推計人口の合計値。 

④一人当たり小型家電回収量：環境省「市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査」（令和元

年度）の回答における平成30 年度の小型家電回収量の合計値を②総人口で除した値。 

⑤一人当たり容器包装プラスチック中間処理後再生利用量：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成30 年度）」における「中

間処理後再生利用量（容器包装プラスチック）」の合計値を②総人口で除した値。 

⑥一人当たり可燃ごみ搬入量、⑦一人当たり不燃ごみ搬入量：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成30 年度）」における

「可燃ごみ搬入量（生活系ごみ）」「不燃ごみ搬入量（生活系ごみ）」の合計値を②総人口で除した値。なお、混合ごみの搬入量は、

可燃ごみと不燃ごみの搬入量の比率で按分して加算。可燃ごみと不燃ごみが存在せず、混合ごみのみの場合は、可燃ごみと不燃

ごみの搬入量の全国平均の比率で按分して加算。 

 

  

 
9 環境省「市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査」（令和元年度）における「使用済小型

家電の回収・処理の実施状況」の設問について「実施中」と回答した市区町村を、小型家電の回収実施有りと見なした。 
10 環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成30 年度）」において「中間処理後再生利用量（容器包装プラスチック）」が存在

する市区町村を、容器包装プラスチックの回収実施有りと見なした。 
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調査対象市区町村は、各カテゴリから1 市区町村ずつと、該当市区町村数及び総人口が最も多いカ

テゴリ1 から追加で2 市区町村を選定し、合計6 市区町村とした。各カテゴリからの市区町村の選定に

あたっては、表 2 - 8 に示したカテゴリ内のパラメータの平均値に近いパラメータを持つ市区町村を選定

し、かつ選定した市区町村の地域がなるべく偏らないように留意した。 

また、調査対象のごみ区分として、電気電子機器が多く混入すると考えられる不燃ごみ相当のごみ区

分を共通して選定した。加えて、容器包装プラスチックの回収を実施していれば、容器包装プラスチック

が含まれるごみ区分を、そうでなければ可燃ごみ相当のごみ区分を選定した。 

各カテゴリから選定した市区町村及びごみ区分を表 2 - 9 に示す。 

 2-9 ᶇᵶᵾ ᶒᵳᶞ  

᷀Ḏ᷉Ḳ ּק  
ḟḱḁ

ḉḋ᷄  

 

 

ᵳᶞ  

֩ ᶊᵩᵰᶪ  ֪

1   A  ӡ ᵳᶞ 

Ӣ ḟḱḁḉḋ  ᷄

B  ӡ ᶣᵺᶉᵣᵳ  ð

Ӣ ḟḱḁḉḋ  ᷄

C  ӡ ᶒ ᵳᶞ 

Ӣḟḱḁḉḋ᷄  

2  ᵺᵹ D  ӡ ᵳᶞ 

Ӣḟḱḁḉḋ᷄ᵳᶞ֩ă֪ 

3 ᵺᵹ  E  ӡᶡᵧᶉᵣᵳ  ð

Ӣḟḱḁḉḋ᷄ᵳ  ð

4 ᵺᵹ ᵺᵹ F  ӡᶡᵧᶉᵣᵳ  ð

Ӣᶡᵧᶪᵳ  ð

 注）D 市は、プラスチックごみの区分を設けているものの、まだ資源化の目途が立っておらず、全て焼却処理を行っているとのことで

あった。 

2.4.1  ḲḉᶻḨ ᶍ  

各市区町村のごみ区分別の、電気電子機器の混入率（重量比率）、リチウム蓄電池が残留した電気電

子機器の混入率、リチウム蓄電池単体での混入率を算出した。不燃ごみ相当のごみ区分における各種

混入率を表 2 - 10 に示す。小型家電回収を実施しているカテゴリ1, 2 と、実施していない3. 4 におい

て、大きな傾向の差は見られなかった。 

 2-10 ᵳᶞ ᶍᵳᶞ ᶊᵩᵰᶪ  

᷀Ḏ᷉Ḳ 
 

 

ᶍ 

 

ḲḉᶻḨ ᵫ 

ᵶᵾ  

ᶍ  

ḲḉᶻḨ  

ᶍ  

1 A  18.8% 0.1% 0.009% 

B  13.5% 0.2% - 

C  28.1% - - 

2 D  30.8% 0.2% - 

3 E  27.7% 0.3% - 

4 F  25.1% 0.1% - 

出所）環境省「令和２年度小型家電リサイクル法施行支援及びリチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策検討業務 報告書」

（2021 年 3 月 31 日）より作成 
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また、容器包装プラスチック相当のごみ区分における各種混入率を表 2 - 11に示す。電気電子機器の

混入率はいずれも1%未満であった。 

 2-11 ḟḱḁḉḋ᷄ ᶍᵳᶞ ᶊᵩᵰᶪ  

᷀Ḏ᷉Ḳ 
 

 

ᶍ 

 

ḲḉᶻḨ ᵫ 

ᵶᵾ  

ᶍ  

ḲḉᶻḨ  

ᶍ  

1 A  0.2% - - 

B  0.1% - - 

C  - - - 

2 D  0.9% 0.1% - 

3 E  - - - 

4 F  - - - 

出所）環境省「令和２年度小型家電リサイクル法施行支援及びリチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策検討業務 報告書」

（2021 年 3 月 31 日）より作成 

 

なお、F 町のみで実施した可燃ごみ相当のごみ区分では、電気電子機器の混入は見られなかったた

め、混入率は算定できなかった。 

2.4.2  ᶗᶍ ᵫ ᵣ  

6 市区町村全てで調査を実施した不燃ごみ相当のごみ区分では、共通して、携帯電話、電気かみそ

り、モバイルバッテリーといった品目で、リチウム蓄電池が残留している製品が存在した。また、小型家電

の回収を実施していないE 町、F 町では、電子辞書、電気照明器具といった品目でもリチウム蓄電池が

残留している製品が存在した。なお、市区町村ごとに一度のみの組成調査の結果であり、調査実施日に

ある品目が偶然多く排出されている可能性があるため、品目の傾向の差を評価するには、同一市区町

村での継続的な調査の実施や、同一カテゴリ内で複数市区町村での調査の実施が必要と考えられる。 

容器包装プラスチック相当のごみ区分では、電気照明器具、扇風機（ハンディファン）、ゲーム機、玩具

といった品目の混入が見られ、いずれも、リチウム蓄電池が残留している製品が存在した。不燃ごみ相

当のごみ区分と比較して重量ベースの混入率は低いものの、こういった製品がある程度の頻度で容器

包装プラスチック相当のごみ区分へ混入していることがうかがえる。 
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3.  ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶍאל  

環境省が令和３年度に実施した「市区町村における使用済小型電子機器等のリサイクルへの取組状

況に関する実態調査」における、住民に対する二次電池（ニカド電池、ニッケル水素電池及びリチウム蓄

電池）の排出方法の指示や、二次電池に起因した火災等の発生状況といったリチウム蓄電池等の取り

扱いに関する設問について、市区町村の回答の集計を実施した。 

3.1  ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶍ  

3.1.1  ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶍ  

住民に対する、二次電池（ニカド電池、ニッケル水素電池及びリチウム蓄電池）の排出方法についての

指示について質問したところ、「電気店やホームセンター、スーパー等のリサイクル協力店への持ち込み

を指示」が60.4 %で最多となり、次いで「市区町村自ら回収している」が50.3 %であった。（図 3 - 1） 

 

 3-1 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶍ (MA) 

出所）環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度）より作成 

3.1.2  ᶊ ᵸᶪ קּ ᶱ ᵸᶪ ᶍ ᶍ ᶩ ᵶ  

住民に対して、小型家電を排出する際の電池の取り外しについてどのような指示を出しているかを質

問したところ、「製品から電池を取り外して排出するように指示」が56.8 %と最多であった。次いで「製

品から電池を分離できる場合、取り外して排出するよう指示」が51.4 %と多く、取り外しを指示している

市区町村が半数を超えていた。一方、「製品から電池を分離できない場合の排出方法や注意点を指示」

している市区町村は18.7% に留まった。（図 3 - 2） 
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 3-2 ᶊ ᵸᶪ קּ ᶱ ᵸᶪ ᶍ ᶍ ᶩ ᵶ (MA) 

出所）環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度）より作成 

3.1.3  ᵫ ᶨ ᶱ ᵸᶪ ᶍ ᶍ  

市区町村が自ら二次電池を回収する場合の二次電池の収集区分としては、「電池類」が39.4 %で最

も多く、次いで「有害ごみ・危険ごみ」が36 .4% となった。（図 3 - 3） 

 

 3-3 ᵫ ᶨ ᶱ ᵸᶪ ᶍ ᶍ M֩A֪ 

出所）環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度）より作成 
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3.2 אל  ᶍ ᶒ  

3.2.1  ᶊ ╣ᵶᵾ ᴲ ᶍאל ᶍ  

二次電池に起因した収集車両や破砕施設の火災等の発生状況については、「発生していない」が

1,145 市区町村（66 %）を占め、「発生している」は 255 市区町村（15% ）だった。また、「二次電池に起

因すると疑われる火災が発生しているが、原因は特定していない」と回答した市区町村が273 （16% ）

あった。（図 3 - 4） 

火災等が発生している市区町村における、火災等が発生している収集区分は、「不燃ごみ」が67.1%

と、他の収集区分より突出して多く、次いで「粗大ごみ」20.8 ％、「可燃ごみ」18.4 ％であった。（図 3 - 5） 

「発生している」と回答した255 市区町村について、具体的な発生内容を質問したところ、廃棄物処

理施設での解体・破砕作業中が 170 件（66 .7%）と最も多く、次いで収集車両が117 件（45 .9 %）で

あり、令和2 年度の調査結果と同様の傾向であった。（図 3 - 6） 

 

 3-4 ᶊ ╣ᵶᵾ ᴲ ᶍאל ᶍ S֩A֪ 

出所）環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度）より作成 
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 3-5 ᶊ ╣ᵶᵾאל ᵫ ᵶᶅᵣᶪ M֩A֪ 

出所）環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度）より作成 

 

 

 3-6 ᶊ ╣ᵶᵾאל ᶍ ᶉ M֩A֪ 

出所）令和 3 年度回答：環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度） 

令和 2 年度回答：環境省「令和２年度小型家電リサイクル法施行支援及びリチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策検討業

務 報告書」（2021 年 3 月 31 日） 
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3.2.2 אל  ᶍ ╣  

二次電池に起因した火災等が発生したと回答した255 市区町村に火災の発生原因を質問したとこ

ろ、モバイルバッテリーが154 件（60.4 ％）と特に多かった。（図 3 - 7） 

 

 3-7 ᶊ ╣ᵶᵾאל ᶍ ╣ M֩A֪ 

出所）環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度）より作成 

3.2.3 אל  ᶍ  

二次電池に起因した火災等が発生したと回答した255 市区町村に規模別に年間発生件数を質問し

たところ、「出火し、自力で消火」が最も多く、合計で5,517 件であった。昨年度の調査結果と比較して、

「火花が発生」が1,600 件、「煙が発生」が851 件、「出火し、自力で消火」が1,029 件増加しているも

のの、「出火し、消防隊により消火」といった比較的規模が大きい火災の発生件数は、令和 2 年度の調

査結果と同程度であった。（図 3 - 8） 
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אל 3-8  ᶍ  

出所）令和 3 年度回答：環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度） 

令和 2 年度回答：環境省「令和２年度小型家電リサイクル法施行支援及びリチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策検討業

務 報告書」（2021 年 3 月 31 日） 

 

3.2.4  ᶊ ╣ᵶᵾאל ᶗᶍ  

二次電池に起因した火災等への対策については、「住民への二次電池排出方法・排出区分の周知徹

底」が46.7 %と最多で、次いで「発火の危険性のあるごみとして分別・回収」が37. 4% 、「収集車両に

消火器等を搭載」が35.8% であった。「特に実施していない」は昨年度より9.6 ポイント減少し、18. 7%

であった。（図 3 - 9） 

 

 3-9 ᶊ ╣ᵶᵾאל ᶗᶍ (MA) 

出所）令和 3 年度回答：環境省「市区町村における家電リサイクル及び小型家電リサイクルへの取組状況に係る実態調査」（令和3 年度） 

令和 2 年度回答：環境省「令和２年度小型家電リサイクル法施行支援及びリチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策検討業

務 報告書」（2021 年 3 月 31 日） 
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4.  ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶊ ╣ᵸᶪ ⱶᴴ אל  

令和 2 年度及び令和 3 年度環境省調査において、市区町村を対象としたリチウム蓄電池等に起因す

る発煙・発火への対策状況に関するヒアリング調査（電話または訪問）を実施した。 

令和 2 年度調査では、リチウム蓄電池に起因した火災等の発生経験があり、ウェブサイトを通じてリ

チウム蓄電池等の危険性や排出方法に関する十分な情報提供を行っている市区町村を対象に、19 件

を対象として選定した。令和元年度「一般廃棄物処理実態調査」において、リチウム蓄電池を原因とする

火災の発生件数が多かった市区町村から9 件を選定し、合計28 件を対象とした。 

令和 3 年度調査では、環境省が実施した令和2 年度の「市区町村における使用済小型電子機器等

のリサイクルへの取組状況に関する実態調査」の結果から、周知・啓発、適切な分別区分の設定、発火

防止対策（具体的には表 4 - 1 参照）を網羅的に実施している市区町村を19 件対象とした。 

また、市区町村における廃棄物処理フローと、発煙・発火対策の観点との関係を図 4 - 1 に示す。本章

では、これらの観点別に、市区町村における発煙・発火対策の事例を整理した。 

 

 4-1 3 ᶊᵩᵣᶅ ᵶᵾ ᶍ  

ᶍ  ᶉ ᶍ  

ᶗᶍ ᴴ ᶍ   ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶍ ᶉ ᶱ ֩ᶻᶼḞ᷊ᶹḐχ ᶨ
№  ֪

 ̧ קּ ᵪᶨ ᶱ ᶆᵬᶉᵣ ᶍ ᶣ ≥ ᶱ  

 ̧ אל ᶍ ᴴ ᶍ ֩ᶻᶼḞ᷊ᶹḐχ ᶨ №  ֪

ḲḉᶻḨ ᶍ
ᶍ  

 ̧ ᶨḲḉᶻḨ ᶱ  

 ̧ ᶍ╗ᶃᶇᵶᶅᵳᶞ ᶆ  

 ̧ ᶍ ᶊḲḉᶻḨ ᶍḤḋ᷄ḁᶱ ᵶᶅ  

◖ ᶗᶍ ᴴ◖
ᶍ ᴴⱫאל  

 ̧ ḲḉᶻḨ ᵫ ᶝᶫᶪᵳᶞᶱ⅓ ᵶᶉ  r

 ̧ ᶊ אל ᶱ  

ᶊᵩᵰᶪ
ᶍ  

 ̧ ᵳᶞ ᵪᶨᶍ ᵬ ᶩ֩ ֪ 
 ̧ ᶨ ᶱ ᶩ ᵶ 

ᶊᵩᵰᶪ אל
ᴴⱫ  

 ̧ אל ᴴḁḟḲḻ᷄ḱᴻ ᶍ  

 

 

 4-1 ᶊᵩᵰᶪ ḝḵᴻᶇ ⱶᴴ אל ᶍ ᶇᶍ  
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4.1  ӡ ᶗᶍ ᴴ ᶍ  

住民への周知・啓発を徹底し、不適切なごみ区分への排出を防ぐ取組については、主に次のようなも

のが挙げられた。また、それぞれの具体的な取組事例を表 4 - 2 に示す。 

 ̧ 住民がリチウム蓄電池等の適切な排出方法を選択できるように、排出先や捨て方を周知する 

 ̧ リチウム蓄電池等が処理工程に混入することの危険性を周知する 

 ̧ より多くの住民へ情報伝達を図るため、周知ルートを増やす 

 4-2 ᵆ ᶗᶍ ᴴ ᶍ ᵇᶊ ᵸᶪ  

ᶉ  ᶉ  

ᶣ ᶅ
ᶍ  

 ̧ HPᶣḉḱ᷿ᶆ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ  G

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᵳᶞᶗᶍ ᶱ ᵸᶪḉḱ᷿  G

 ̧ ᶆ ᵸᶪ ֩ ᴴ ᶆ ֪ᶊᶅᴲ ᶊ1 ᵳᶞᶍ ᶱ
ᴳ ᶊ2 ᶎḲḉᶻḨ ᶍ ᵶᵣ ᶅ ᶊᶃᵣᶅᶍ ᶇᵶᶅᵣᶪ  G

 ̧ 1 2 ᶆḲḉᶻḨ ᶍ ᵶ ᶊᶃᵣᶅ  G

 ̧ ḟḱḁḉḋ᷄ᶎᴲᵆḟḱḦᴻ᷄ ᵇᶇᵣᵥ ᶆ ᵶᴲ│
 G

 ̧ ᶷḟḲ ᶆᴲ ᶍḲ᷊ᶹ᷄ḳḦᴻ᷄ᶍ ᵰ ᶱ ᴳ 

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶍ ꜗ ᶱ ᶆ  G

ᶍ
ᶍ  

 ̧ ᶍḣᴻḨḢᴻḀᶆᴲᵆ ᶊ ᶫᶉᵣᶆᵮᵿᵴᵣ ᴻ אלᶍ ╣ᶇᶉᶪ│ ᶍ
ᵇᶇᵶᶅ ᶊ ᶱ ᶂᶅᵣᶪG 

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶣḲḉᶻḨ ᶍ ᶍאל ᶎ ᶣ ᶍᶻᶼḞ
᷊ᶹḐᶱ ᵷᶅ ᵶᶅᵣᶪḲGḉᶻḨ ᵫ ╣ᵪᶈᵥᵪᶎ ᶆᵬᶅᵣᶉᵣ
ᵫᴲ ᶆ ᵶᵾᵲᶇᵫᵡᶩᴲᵼᶍאל ᶎ ᶱ╥ ᵶᶅ ᶱ ᶂᵾᴳ 

 ̧ ᶇ ᵶᶅḲḉᶻḨ ᶍ אל ᶱ ᵣ TVᶆ  G

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶱ ╣ᶇᵸᶪ אל ᶱ ᵶ ≥ ᶱ ᵧᶪᶧᵥ ╣
ᶱ טּ  G

ḳᴻḐᶱ
ᶣ  н

àᶷḟḲᶍ á 

 ̧ ᵳᶞ ᶷḟḲᶊᶧᶪ  G

àSNSᶍ á 

 ̧ Web ᶍ ᷊ᶹḐ SɥNSᶍ ᶷ᷀ᶻḻḐᶆᶍ ᴲ ᵶᶲᶕᶲᶆᶍ ᴲ
┌ ᶍḉḱ᷿ ᶉᶈᶱ ᵷᶅ ᶱ ᶂᶅᵣᶪ G

 ̧ ᵫ◖☺ᵸᶪTwitterᶍ  G

 ̧ ᶍ LINEᶷ᷀ᶻḻḐᶍ ᶍᵳᶞ ᷈ᴻḒᴻᴲ ᶊᶃᵣᶅᶍ ᶱ
ᶂᶅᵣᶪ  G

àᵼᶍ á 

 ̧ אל ╓ᶍ ᶱ ᵷᶅאל ᶱ  G

 ̧ ḩḏᶸᶷᶊᶧᶪ ᶊꞌᵷᶪᵲᶇᶆ ᵴᶫᴲטּ וֹ ᶊ ᵫ ᶨᶫᶅᵣᶪᴳ 

4.2  ӢḲḉᶻḨ ᶍ ᶍ  

リチウム蓄電池等の排出先を工夫し、不適切なごみ区分への排出を防ぐ取組については、主に次のよ

うなものが挙げられた。また、それぞれの具体的な取組事例を表 4 - 3 に示す。 

 ̧ 可燃ごみや不燃ごみとは別に、リチウム蓄電池等を対象として明示したごみ区分を設ける 

 ̧ 住民がリチウム蓄電池製品を排出する方法を増やすため、回収ボックスの設置や拠点回収を行

う 
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 4-3 ḲᴂḉᶻḨ ᶍ ᶍ ᵇᶊ ᵸᶪ  

ᶉ  ᶉ  

ḲḉᶻḨ
ᶱ ᶇ
ᵶᵾᵳᶞ  

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶱ ᶩ ᵺᶉᵣ ᶱᵆ ᶍ ᵶᵫ ᶉ טּ
ᵇᶍ ᶆ ᶱ ᴳ ᶱ ᵥ ᵳᶞᶍ ᶊ ᶮᵺᶅᴲḙḋ

᷀ᴻ ᶊ ᶞᶆ ᵶᵾ ᶱ ᵶᶅ ᶱ ᵥ G

 ̧ ᵳᶞ ᶗ ᵸᶪ ᶊᴲ ᶝᵾᶎ ᶍ ᶊ ᶫᴲ ᶊᵆ᷂᷆ḻᵇᶇ
ᵶᶅᶡᶨᵥᵲᶇᶆ ◖ ᵫ ᶆᵬᶪᶧᵥᶊᵶᶅᵣᶪᴳ ᶎḈḻḟ
֩ ᶞ ֪ᶆ ᵣḲƎḉᶻḨ ᶱ⅓ ᵶᶉᵣᶧᵥᶊᵸᶪ  G

֩ᵳᶞ ᶇᵶᶅᶎᴲ ᴲḱᶹḇᴻᴲḁḟḴᴻ ᶱ ᶇᵶᵾᵆ ᵇᵆ
ᵇᶇᵣᶂᵾ ᶊ∞ ᵰᶅᵣᶪ ᵫ ᵣ֪ 

Ḥḋ᷄ḁᶍ
ᴲ  

 ̧ נּ ᵾᶏᵲᴴ ᵾᶏᵲᶊᶃᵣᶅᴲ ᶍ ᶍ ᶊ ᵶᵾ Ḥḋ
᷄ḁᶆ ᶱ  G

 ̧ קּ ᶍ Ḥḋ᷄ḁᶱ ᶍ ᶍ ᶊ ᵶᴲ ☺ᶍ ╢ᵫḐ
ḱḋ᷄ᶆ ᶱ ᵥ  G

 ̧ קּ Ḥḋ᷄ḁᶊᴲ קּ ᶇ ᶍ ᶍ ᶱ ᴳ 
 ̧ ᶊ JBRCᶍ BOXᶱ ᵶ ꜗ ḃḵḗḻḎᴻḟᶡ

 G

4.3  ӣ ◖ ᶗᶍ ᴴ◖ ᶍ Hאל Ⱬ  

収集運搬車両へのリチウム蓄電池等の混入や、混入した場合の運搬中の発火・延焼を防ぐ取組につ

いては、主に次のようなものが挙げられた。また、それぞれの具体的な取組事例を表 4 - 4 参照に示す。 

 ̧ 収集運搬車両へのリチウム蓄電池等の混入を防ぐため、ごみ投入前に確認を行う 

 ̧ 収集運搬車両内に混入してしまったリチウム蓄電池等が発火しないように、なるべく衝撃をかけ

ない 

 ̧ 収集運搬車両内で発火した際に迅速な消火対応を行えるようにする 

 4-4 ᵆ ◖ ᶗᶍ ᴴ◖ ᶍ Hאל Ⱬ ᵇᶊ ᵸᶪ  

ᶉ  ᶉ  

ᵳᶞ ᶍ 

 

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶣḲḉᶻḨ ᶍ ᵫ ᵣᵳᶞ ᶍ ᶊᴲ
╢ᵫ ᶱ ᵶ ᶱ ᵶᶅ ᵶᶅᵣᶉᵣᵪ ᶱ ᵥ G

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶣḲḉᶻḨ ᵫ ᵶᶅᵣᶪᵳᶞ ᶊ┴ ḁḎḋ᷀ᴻ
ᶱ ᶩ ᵰᴲ ᶱ ᶮᶉᵣᵲᶇᶊᶧᶩ ᶗᶍ ≥ ᶱ ᵥᴳ 

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶣḲḉᶻḨ ᶍ ᶱ ᵶᵾ ᶊḙḋ᷀ᴻ ᶊ
ᵺᵹᴲ ᶍ ᶊ ᶫ ᶱ ᵥ G

ᶱᵪᵰᶉ  r

 ̧ ᵳᶞ ᴲ ᶍᵳᶞ ᶊᶃᵣᶅᶎḙḋ᷀ᴻ ᶆᶎᶉᵮ Ḑḱḋ᷄ ᶆ
ᶱ ᵥᵲᶇᶆᵳᶞᶍ⅓ ᶱ ᵧᶪ  G

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶣḲḉᶻḨ ᶍ ᵫ ᵣᵳᶞ ᶍᵳᶞᶱ ᵸ
ᶪ ᶊᶎḙḋ᷀ᴻ ᶊᵳᶞᶱ ᶠ ᶞᵸᵭᶉᵣᶧᵥᶊᵸᶪᵲᶇᶆᵳᶞᶍ⅓
ᶱ ᵧᶪ  G

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶇḲḉᶻḨ ᶱ ᶩ ᵺᶉᵣ ᶍ ᶱ ᵥ ᶊᶎᴲ⅓
ᶊᶧᶪ ᶱאל ᵯᵾᶠᶊ Ḥḏᶸ ᶱ ᵸᶪ  G

ᶉ אל ꞌ 

 ̧ ◖ ᶊ אל ᶣ אל ֩ ╢ᵫ ᵱᶅ אל ᵫּס ᶉᶡᶍ֪ᶱ
ᵶᴲ ◖ ᶊ ᶆ ᵶᵾאל ᶊᵼᶍ ᶆ ᶱ ᵥ ╢ᵫ

ᶊ אל ᶱ ᵧᶪᶧᵥᶊᵸᶪ  G

 ̧ ◖ ᶊ ᶆ ᵶᵾᵣאל ᶊᶎᴲ ᶗᶍ ᶱ ᵣᴲ ᵮ↨ ᶉ
ᶝᶆ ᶱ┌ ᵴᵺᴲ ᶱ ᵶ אל ᶱ ᵥ G

 ̧ ◖ ᶍ ⱶᴴ אל ᶍ ꞌḦḓḭᶷḳᶱ ᴳ 
 ̧ ᵫ ᶂᶅ ᵧ ᵫᶪּס ᵫᵡᶪᶍᶆᴲ ᶣ ᵫ ᶉᵣ ᶊ┌

ᵶᶅᵪᶨ ᵰᶅ ꞌᵸᶪᴳᵲᶫᶊᶧᶩᴲ ᶗᶍⱫ ᶡ ᶇᶉᶪᴳ 
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4.4  Ӥ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  

処理施設において、前処理（手選別等）を徹底し、リチウム蓄電池等の破砕機への投入を防ぐ取組に

ついては、主に次のようなものが挙げられた。また、それぞれの具体的な取組事例を表 4 - 5 に示す。 

 ̧ 衝撃がかかる破砕機等へのリチウム蓄電池等の混入を防ぐため、手選別を行う 

 ̧ 衝撃がかかる破砕機等へのリチウム蓄電池等の混入を防ぐため、機械選別を行う 

 ̧ 前処理後、膨らんだリチウム蓄電池等について、別途引き渡しを行う 

 

 4-5 ᵆ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᵇᶊ ᵸᶪ  

ᶉ  ᶉ  

ᶱ  v

 ̧ ᵳᶞᶍ ᶱ ᵥ ᶊ ╢ᵫᵳᶞ ᶍ ᶱ ᵸᶪ ḲGḉᶻḨ
ᵫ ᵶᶅᵣᵾ ᶊᶎ ᶊᶧᶩ ᶩ ᵸ G

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵣᴲ ᶍ ╢ ᵰᶊ
ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶆ ᶱ ᵣᴲ ᶊḲḉᶻḨ ᶱᵳ
ᶞᵪᶨ ᶊ ᶩ ᵰᶪᶧᵥᶊᵸᶪ G

 ̧ ᵪᶨ ᶀ ᶝᶫᵾᵳᶞᶊᶃᵣᶅᶎ ḲƎḉᶻḨ ᵫ ᵶᶅᵣᶉᵣ
ᵪᴲ ╢ᶊᶧ Ḝᶅḋ᷂ḻ᷅ᶊᶧᶂᶅ ᶱ  G

 ̧ ḟḱḁḉḋ᷄ ᶍ ḱᶹḻᶊ᷿ḳḘᴻ ᶍ ᶱ ᵶᶅᵣᵾ
ᵫᴲ ᶍḉᶼḋ᷄ᵫ ᵮᴲ ᵶᵾאל ᶱ ᵰᴲ ╢ᶍ ᵶ ᶱ ᴳ 

 ̧ ḟḱḁḉḋ᷄ᵳ ᶎðᴲ ᶊᵪᵰᵾ ᶊ ᴲ ᶆ2Ḵᴻḻᶊ
ᵰᶅᵩᶩᴲ ᶍḱᶹḻᶊḲḉᶻḨ ᶍ│ ᵫ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᵣ
ᵲᶇᵪᶨᴲᵼᶀᶍʝḴᴻḻᶊ ᵮᶍ ╢ᶱ  G

ᶱ  v

 ̧ ḟḱḁḉḋ᷄ ᶍ╥ ᶆ ᵶᵾ אל ᶱ ᵰ ⅓Ǝ
ᶊ ᶆ ᶂᶅᵣᵾ ᶱᴲ ᶊᶧᶪ ֩ ֪ᶊ ᵶ
ᵾᶇᵲᶬᴲ ᶍ ᶧᶩᴲ3 ᶍḲḉᶻḨ ᵫ ᵴᶫᵾᴳ╥ ᶆ
ᶡᴲ ⱶᴴ אל ᶎ ᵬᶉᵮᶉᶂᵾᴳ 

ᶨᶲᵿḲḉᶻḨ
ᶍ ╥

ᵬ ᵶᶱ  v

 ̧ ᶆᶍ ᴲ ᶨᶲᵿḲḉᶻḨ ᶣᴲ ḩᴻ᷀ᴻ JƎBRC

ḳᴻḐᶊ ᵺᶉᵣᶡᶍᶎᴲ ≠ ᶗ╥ᵬ ᵸᴳ 

ᵼᶍ ᶍ  
 ̧ Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ᵪᶨᶍ ᶊᶧᶩᴲ◖ ᶊ ꜗḎᴻḟᵫ ᶫᶪ᷆ᴻḁᵫ
ᵡᶪᵾᶠᴲḎᴻḟᶱ ᵮ ᵬ ᵸᶪᴳ 

 

なお、リチウム蓄電池等は、一般的に磁力選別が困難であるが、風力選別（図 4 - 2 ）やロールスク

リーン（図 4 - 3）の導入によってリチウム蓄電池等を選別する技術を導入した事例がある。 

 

 4-2 ḟḱḁḉḋ᷄ ᶊᵩᵰᶪ ⌐ ᶍ  

出所）公益財団法人容器包装リサイクル協会「リチウムイオン電池混入防止取組事例集2020 年版」⑫、 

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/00oshirase/pdf/pla/rythium_cs2020.pdf （閲覧日：202 2 年 2 月

28 日） 
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 4-3 ḟḱḁḉḋ᷄ ᶊᵩᵰᶪḵᴻḳḁ᷄Ḳᴻḻᶍ  

出所）公益財団法人容器包装リサイクル協会「リチウムイオン電池混入防止取組事例集2020 年版」⑫、 

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/00oshirase/pdf/pla/rythium_cs2020.pdf （閲覧日：202 2 年 2 月

28 日） 

4.5  ӥ ᶊᵩᵰᶪ אל ᴴⱫ  

処理施設において発煙・発火が発生した場合に、すぐに検知、消火を行い、延焼を防ぐ取組について

は、次のように分類できる。また、分類ごとの具体的な取組事例を表 4 - 6 に示す。 

 ̧ 発煙・発火を早期に検知するため、検知器設置や目視確認を行う 

 ̧ 発火が発生した際の延焼を防ぐため、処理工程の構造や設備等を工夫する 

 ̧ 発煙・発火を検知した際に、迅速な消火対応を行えるようにする 

  



 

37  

 

 4-6 ᵆ ᶊᵩᵰᶪ אל ᴴⱫ ᶊb ᵸᶪ  

ᶉ  ᶉ  

ᴲ
 

 ̧ ᶍᵥᶀᴲ ᶊ ᴴאל ⱶ ᵫ ᵣ ֩ ḜḋḐ ᴲ
ᴲ᷈ ḻḡḬᶉᶈ֪ᶱ ᶊᴲ ᴴאל ⱶ ᶱ ᴳᵼᶍ ᴲ⅓

ᶊᶧᶪ ᶣ ḁƎḟḴᴻ ᵪᶨ ᶪּס ᷁ḁ ᶱ  G

 ̧ ᷀ḩḱᶱ ᵸᶪ ᶎ ḱƎᶹḻᶊ ᵣ∞ ᶊ ᵸᶪᵿᵰᶆᶉᵮᴲ᷀ḩḱ
ᶍ∞ ᵪᶨ ⱶᴴ סᵶᶅᵶᶝvּאל ᶱּזᵱᶪᵾᶠᴲᶧᶩ╥ᵣᵾ∞ ᵪ

ᶨᴲ ∫ᶱ סּ☼ ᶉ᷀ḩḱᶱ  G

 ̧ ᶍ ᶣ אל ᶱ ᵶᴲ ╢ᶊᶧᶪ ᶱ ᵥ G

 ̧ ᵶᵾ ᶊᶎ ᶱ ᵶᴲ ᶆ ᶱ ᵣᴲ אל ᶱ ᵥᴳ 

ᶍ ᶣ
ᶍ  

 ̧ ᶱ ᵸᶪ᷈ḻḡḬḡḳḐᶱ ᶍᶡᶍᶊ ᵸᶪᵲᶇᶊᶧ
ᶩᴲ ᶍⱫ ᶱ ᵯ G

 ̧ אל ᶊ אל ᶱ ᶩ ᵺᶪ∞ ᶝᶆ┌ ᵴᵺᶨᶫᶪᶧᵥᶊᵸᶪᵾᶠᴲ
ᶍ ᶱ ᵶᵾ  G

 ̧ אל ᶊ ╢ᵫ ᶆ ᶱ ᵴᵺᶨᶫᶪᶧᵥᴲ ᶍ ḝḵᶷᶊ
ḁᶹḋḉᶍ ᶱ ᶂᵾ G

 ̧ ᵳᶞᶍ ᶍ ᷈ḻḡḬ ᶆ ⱶᴴ ᵫאל ᵴ
ᶫᵾ ᶎᴲ ḱᶹḻᵫ╗ ᵶᴲ᷈ ḻḡḬᶱ ᵴᵺᶅ᷈ḻḡḬ ᶍ

ᶱ ᶅḘ᷆ḋḐᶊ ᵸᶪᴳḘ᷆ḋḐᶊ ᵴᶫᵾ ⱶᴴ אל ╣ ᶱ
ᶟ ᶎᴲ ╢ᵫ ᶊ ᵶᶅ ᶱאל ᵸᶪ  G

ᶉ אל ꞌ 

 ̧ ᶍ ᶣ אל ᶱ ᵶᴲ אל ᵫ ᶊ ᵧᶪᶧᵥᶊ
ᵸᶪ  G

 ̧ אל ᶒ ᶍ ᶍḦḓḭᶷḳּטᴲ ᶱ ᵥᵲᶇᶊᶧᶩ ╢
ᶊᶧᶪ אל ᵫ ᶊᵪᶃ ᶊ ᵧᶪᶧᵥᶊᵸᶪ  G

 ̧ אל ᶊ ╢ᵫ ᶆ אל ᶱ ᵧᶪᶧᵥᴲ ᶍ ᶱ ᵴᵺᴲ אל
ᶍḣᴻḁᶱ ᵶᵾ  G

 ̧ ᶍּס ᷁ḁ ḁḟḲḻ᷄ḱᴻᶱƎ אל ᶩ ᶱ♪אל ᶆᵬᶪ
ᶊ ᵶᴲ אל ᶱ ᵴᵺᵾᴳᵫᶃᵣᵾᶡᶍᶍ ᶣ ᶊ

☼ ᵶᶉᵣᶧᵥᴲ ᶡ ᶍ ᵴᵣ אל ֩ ᶱ ᵶᴲ
ᶆ ᵫ ֪ᶱ ᵶᶅᵣᶪ G

ᵼᶍ ᶍ  

 ̧ ᵳᶞᶗᶍ ᵫ ᵣ ᶆᶎᴲּס ֩ ᴲ קּ ֪ᶇ
ᶱ ᵰᴲ אל ᶇᶉᶩᵥᶪᵳᶞᶇⱫ ᶍּס ᵫᵡᶪᵳᶞᶱ ·ᶊ

ᵸᶪ  G

4.6  ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶊ ╣ᵸᶪ ⱶᴴ אל ᶊᵩᵰᶪ  

本章を通じて整理した発煙・発火対策を踏まえ、市区町村におけるリチウム蓄電池等に起因する発

煙・発火対策における課題を整理した（図 4 - 4）。 

市区町村では、ごみ収集時及び処理施設における異物の選別・除去、また処理施設における発火検

知、消火対応等の取組により、大規模な火災事故の件数は減少傾向が見られた。 

しかし、リチウム蓄電池等の不適切なごみ区分への排出を減らす観点では課題が残っており、流通す

るリチウム蓄電池等を使用した製品の種類、量が増加する中で、混入件数や、小規模のものも含めた発

煙・発火件数は減っていない。 

そのため、市区町村では、リチウム蓄電池等が不適切なごみ区分へ排出されてしまう前提で、水際対

策及び発火発生時対策を講じておかざるを得ない状況がうかがえた。また、1 回の発火規模は小さくて

も、確認、消火対応で頻繁に処理設備を停止する必要があるため、ごみ処理の遅延にもつながっている。 

また、膨張してしまったリチウム蓄電池や海外メーカー品等、市区町村で収集したものの引渡先を見

つけられず、処理施設等にリチウム蓄電池等をストックし続けてしまっている事例も見られた。 

 



 

38  

 

 

 4-4 ᶊᵩᵰᶪ ḝḵᴻᶇ ᶍ  
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5.  ᶊᵩᵰᶪ  

5.1  ᶊᵩᵰᶪ ᶉ  

令和 2 年度及び令和 3 年度環境省調査において、リチウム蓄電池等に起因する発煙・発火への対策

状況に関するヒアリング調査を実施した市区町村のうち、前章4 .で挙げた対策の観点で特に注力して

取組を実施していると考えられる事例について、発煙・発火事故の発生状況や、対策実施の経緯及びそ

の効果等を整理した。掲載した事例の一覧を、表 5 - 1 に示す。 

 5-1 ᶉ ╗  

 ᶉ ᶍḥᶹḻḐ 

ᵳᶞ ᶊ ᵸᶪ  

 

ḲḉᶻḨ ᶍ 

ᵫ ᵣᵳᶞ  

֩  ֪

ḲḉᶻḨ

ᶱ ᶟ

ᶍ  

 

5֩.1.1  ֪

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶱ

֩ 29 ֪G  

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶱנּ

ᶝᵧᴲ ᶍ ᶊᵩᵣᶅḲ

ḉᶻḨ ᶡ ᶊ  G

 ̧ ᶊᵩᵰᶪ אל ֩

2 ֪ᶱ ᵰᶅᴲ

ᶍ אל ᴴⱫ ᶱ  G

26  
ᵳ  ð

֩ 3ֹ,333t  ֪

 

֩ ᵳᶞ ֪

 

 

5֩.1.1  ֪

 ̧ YouTubeḉḫḻḕḳᶊᵩᵰ

ᶪ ᶆᴲ ᵣ ᶗ

ᶍ ᶉᶈᶍ ᶱ  G

 ̧ ᵳᶞ ᶊᵳᶞ ╢ᵫ

ᶱ ᵬᴲḲḉᶻḨ ᶍ

ᶱ ᵸᶪ ᶱ  G

 ̧ ᶆᶎᴲאלⱴ

᷿ḁḎḨᶍ ᶒ

ᶱ ᴳᶝᵾᴲḅḝḐ ᶇᵶᶅᴲ

ᶍ ᴲטּ ⱶᴴ אל ᶍ ◖

☺Ḧḓḭᶷḳᶗᶍ ☿ᶱ  G

15  
ᵳ  ð

֩ 1ֹ,120t  ֪

 

֩ ᴴ ᵳᶞ ֪

ם ם  

5֩.1.3  ֪

 ̧ אל AƎI ᶊ

ᶧᶪⱶ ᶒ ᶊᶧᶪ

אל ᶇᵣᶂᵾ ᶍᶉᵣ

ᶱ  G

 ̧ ᶱ ᶃ ╢ᵫ ᶨ

ᶆ סּ ᶉ ᶱ ᵶ

ḩᴻ᷀ᴻᶊ ∏G ḩᴻ᷀ᴻ ∏ᶇ

ᵶᶅ ᶍ╗∙ּזᶍּל ᶆ

 G

70  

ᵳ  ð

֩ 2ֹ,743t 

3ֹ,191t  ֪

ᵺᵹ 

 

5֩.1.4  ֪

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶆᵡᶂ

ᵾᵆ 5 ᵇᶊ ᶱ ᶩ

ᵺᶉᵣ קּ ᶱ ֩נּ

֪G  

 ̧ ᶊᵩᵰᶪ ᶉ אל

ᴴⱫ ᶱ  G

80  

ᶣᵴᶉᵣᵳ  ð

֩ 3ֹ,873t 

2ֹ,093t  ֪

 

֩ 5  ֪

出所）人口、ごみ搬入量：一般廃棄物処理実態調査 令和元年度調査結果（生活系ごみ収集量、生活系ごみ直接搬入量） 

https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/r1/index.html （閲覧日：2022 年 1 月 25 日） 

府中市と武蔵野市は、直接搬入量実績が0t のため、収集量のみ記載。  

https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/r1/index.html
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5.1.1   

1֩  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ╣ᵸᶪ ⱶᴴ ᶍאל  

1  ֪ ⱶᴴ ᵫאל ᵸᶪ ᶍ  

図 5 - 1 に示すとおり、リチウム蓄電池とリチウム蓄電池を取り外せない家電について、危険ごみ（ライ

ター、スプレー缶などガスが含まれるものも対象）として、4 週間に 1 回、平ボディ車による収集を実施し

ている。しかし、モバイルバッテリーや加熱式たばこといったリチウム蓄電池等が、不燃ごみの区分に混

入している。 

不燃ごみの処理施設（府中市リサイクルプラザ）の粗大ごみ・不燃ごみ処理ラインでは、集められたご

みは、まず不適物や有価物の手選別作業を行う。その後、ピットに貯留され、低速回転式破砕機で粗破

砕を行った後、高速回転式破砕機で破砕処理を行う。その後、ごみは鉄、アルミニウム、その他不燃物、

可燃物に選別される。 

不燃ごみに混入したリチウム蓄電池等は、パッカー車内や、処理施設の高速回転式破砕機後の破砕

物コンベヤで発煙・発火してしまうケースが多い。 

特に処理施設では、年間 30 件程度、月間 2～3 件程度発火が発生している。発火時には、基本的に

コンベヤ内に設置している散水装置やホース等を使用した散水処理で対応しているが、消防への連絡

を行った規模の発火も発生している。 

 

 5-1 ᶊᵩᵣᶅ ᶊ ⱶᴴ אל ᵫ ᵶᶅᵣᶪ  

2  ֪ אל ᶍ  

令和 2 年 2 月 19 日には粗大ごみ・不燃ごみ処理ラインで大規模火災が発生した。破砕物コンベヤ上

でごみが発火し、延焼した。直接の原因物は特定できていないが、この火災に限らず、処理施設内での

発火・発煙の原因の95 ％程度はリチウム蓄電池等と考えられる。 

破砕物コンベヤの上下に検知器（温度検知と光検知）が設置されているが、検知器が発報するとコン

ベヤを停止させるプログラムを設定していたため、ちょうど散水栓がカバーできていない位置で発火し

てしまったものを消火することもコンベヤ外へ移動させることもできず、火が燃え広がってしまった。 

大規模火災により、破砕物コンベヤ、磁選機、粒度選別機、アルミニウム選別機投入コンベヤ、鉄類コ

ンベヤ、周辺の電気系統が損傷し、高額の修理費用が生じた。 

大規模火災により、上記の設備が1 年半利用できなくなり、その期間は粗破砕処理のみ行い、職員に

よる手作業で処理を進めた。 
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אל 5-2  ᶆ ᵱᵾ ᷈ḻḡḬ 

2֩  ֪ ᵶᵾ ᶍ  

府中市における対策の実施内容とその効果の概要について、図 5 - 3 に示す。リチウム蓄電池等の適

切な排出先の周知や、処理施設における発煙・発火発生時の対策を実施してきたことで、市民の意識啓

発が図られてきており、処理施設における発火発生時にも延焼を防ぐことができている。 

 

 5-3 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶇᵼᶍ ᶍוֹ  

1  ֪ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶱ  

リチウム蓄電池とリチウム蓄電池を取り外せない家電の危険ごみとしての収集は、平成29 年度から

実施している。発煙・発火件数の増加と、リチウム蓄電池が小型家電から取り外せないという問い合わ

せが増加したことを受けて、分別収集を開始することにした。 

分別収集を開始した当初はリチウム蓄電池等の引渡先が決まってなかったため、処理施設内にストッ

クしていたが、引渡先が決定し、2020 年 12 月から、ストックしていた小型家電から電池を取り外す作

業を開始した。取り外し作業を行うのはシルバー職員の方々で、月曜日～金曜日の午前中に2 人の作

業員で実施している。 

小型家電から取り外されたリチウム蓄電池等は、引渡先の受入条件に従い、絶縁処理を行い、引き渡
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している。 

小型家電からのリチウム蓄電池等の取外作業について、令和 3 年度の作業ペース等の状況を踏まえ

て、令和 4 年度以降の体制について検討を行う予定である。 

令和 9 年に処理施設の更新が予定されているため、更新工事の開始までに、ストックしている小型家

電からの電池の取外作業及び引渡完了を目指している。 

 

 5-4 ᵶᵾḲḉᶻḨ ᶒḲḉᶻḨ ᶱ ᶩ ᵺᶉᵣּק 

2  ֪ ᶍ ᶆḲḉᶻḨ ᶡ ᶊ  

従来、粗大ごみ・不燃ごみ処理ラインでは、乾電池やライター等の不適物混入が発生していたことから、

ピット投入前に、手選別によって除去していた。昨今、リチウム蓄電池等の混入量が増加していることか

ら、リチウム蓄電池等も重点的に除去している。しかし、ビニール袋で二重にくるまれた状態のものなど、

発見が困難なケースもあり、完全には除去しきれず、破砕工程に混入して発煙・発火する場合がある。 

3  ֪ ᶍ ᶊᵩᵣᶅ אל ᴴⱫ ᶱ  

令和 2 年 2 月 19 日に発生した大規模火災を受け、処理施設の設備を更新した。大規模火災の発火

源となった破砕物コンベヤに設置されている散水栓を2 つから 4 つに増設し、職員の目視点検場所の

設置を新たに行った。また、破砕物コンベヤの上下に設置されている検知器のプログラムを変更し、発火

を検知した際にコンベヤが自動停止しないようにして、発火源を消火活動が行える位置まで移動できる

ようにした。この変更により、発火が発生しても、延焼させることなく、消火対応を行えるようになった。 
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 5-5 ᷈ḻḡḬᶊ ᵶᵾ ֩ ֪ᶇ אל זּ█֩ ֪ 

5.1.2   

1֩  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ╣ᵸᶪ ⱶᴴ ᶍאל  

図 5 - 6 に示すとおり、不燃ごみを一次破砕機で処理した後、粗破砕搬送コンベヤで発煙・発火が発

生することが多い。また、鉄ホッパ内での保管時に発煙・発火が起きることもある。 

平成 29 、30 年度に計 6 回の消防出動に至る火災事故が発生し、対策検討の契機となった。発煙・

発火等については、令和2 年度：2 件/ 日、令和3 年度：4 件/ 日（不燃・粗大処理施設稼働日数を基

準）、年間では、令和2 年度：約340 件、令和 3 年度：約660 件（1 月末現在）。 

 

 5-6 ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ ḝḵᴻ  

2֩  ֪ ᵶᵾ ᶍ  

武蔵野市における対策の実施内容とその効果の概要について、図 5 - 7 に示す。リチウム蓄電池等の

適切な排出先の周知、排出先の工夫・車両への混入・運搬中の発火・延焼防止、処理施設における発火

検知・延焼防止等の対策を実施した。処理施設における対策として具体的には平成 30 年度に火炎検

知器、温度検知器、スプリンクラー(自動･手動の散水装置)をプラント全体に増設した。加えて粗破砕物

搬送コンベヤと破砕物搬送コンベヤの上流部に常時散水設備を設置した。これらの対策以降、消防出

動までの火災事故は発生していない。 
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 5-7 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶇᵼᶍ ᶍוֹ  

1  ֪ ᶗᶍ ᴴ ᶍ  

住民への周知・啓発として、リチウムイオン電池等の適切な排出を促す周知を実施。具体的には以下

の取組を実施している。 

①リチウムイオン電池の有害ごみへの分別排出を周知･誘導するチラシ配布 

②見学者通路でのリチウムイオン電池火災における啓発パネル展示 

③月 1～2 回市報でリチウムイオン電池の出し方について掲載 

④市公式 YouTube チャンネルに啓発動画を掲載 

⑤市作成「ごみカレンダー」及び「ごみ便利帳」でリチウムイオン電池の出し方について掲載 

⑥市機関誌（2021 年春）にリチウムイオン電池についての記事掲載 

⑦小学校施設見学(小学校 4 年生)での啓発及び教育 

住民への周知・啓発を積極的に実施しているが、不燃物への混入や発火件数の明確な減少にはまだ

時間を要する。昨今の小型家電機器は、リチウム蓄電池等内蔵有無の判別が難しく、電池を安全かつ容

易に取り外すことができない構造であるため、大幅な不燃ごみへの混入減少に至っていないのが現状

である。一方、市公式YouTube チャンネルでの啓発動画で、幅広い年齢層に「リチウム蓄電池等の発

火･発煙の危険性や分別の必要性」について一定程度周知が図れた。 

2  ֪ ᶍ ᴴ ᶗᶍ ᴴ◖ ᶍ ᴴⱫאל  

不燃ごみ収集時に、収集員が袋を破袋（袋の口を開ける）し、リチウム蓄電池等が混入していないか

確認し、回収物のチェックを行っている。また、リチウム蓄電池等が入った小型家電については、市内20

か所（主に公共施設）で小型家電の回収ボックスを設置し、拠点回収を行っている。 

3  ֪ ᶊᵩᵰᶪ אל ᴴⱫ  

処理施設において、ハード対策とソフト対策の両面を実施している。ハード対策としては、処理設備に
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投入されたリチウム蓄電池等の発火･発煙を防止する手段はないため、衝撃等で発火・発煙する箇所へ

の「異常時検知・自動消火」が実施できる設備を増設し、施設稼働に影響をもたらす大規模火災等の発

生抑制を行っている。具体的には、処理設備内に火炎検知器、温度検知器、スプリンクラー( 自動･手動

の散水装置)を増設するとともに、粗破砕物搬送コンベヤと破砕物搬送コンベヤの上流部に常時散水設

備を設置した。さらに、破砕･選別処理後の残渣物を投入する可燃ごみピット投入口に温度検知器を増

設し、可燃ごみピット内での二次的な発火･発煙による被害拡大を防止している。 

ソフト対策としては、発煙･発火が発生する箇所(一次破砕機出口部ほか)への監視･初期消火員配置

による重点監視、小型廃家電分解事業への展開(粗大ごみ持ち込みによる小型家電の搬入抑制)、発火

防止及び発生時対策を施設運営マニュアルへの反映を行った。 

前述のとおり、これらの対策以降、消防出動までの火災事故は発生していない。 

5.1.3 ם  ם  

1֩  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ╣ᵸᶪ ⱶᴴ ᶍאל  

静岡県静岡市では、主に不燃・粗大ごみへの発煙・発火が課題となっている。2019 年以降、不燃・粗

大ごみの処理施設（沼上清掃工場）では毎年 1 件程度のペースである程度の被害が起きる規模での発

火が発生している。その他、収集過程でのパッカー車からの発火等も発生しているが、本項では処理施

設における発煙・発火の状況について詳述する。 

沼上清掃工場における処理の流れは図 5 - 8 に示すとおりで、集められたごみはまずピットに貯留さ

れ、破砕処理を行い、鉄・可燃物・アルミニウム・不燃物に分別されそれぞれのヤードで一時保管される。 

2019 年にはごみピット内で発火事故が起きたが、屋内消火栓、プラント工水等による放水では消火

できず、1 日中燃え続け、ごみクレーン等が燃焼した。最終的に、消防による消火活動で鎮火した。

2020 年には破砕後に発火したと思われるごみの火気がバグフィルター内に堆積した塵埃に着火し、バ

グフィルターと脱臭装置が焼損する事故が、2021 年には破砕後のごみが破砕物貯留ヤードで発火す

る事故が発生した。 

 

ם 5-8  ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ ḝḵᴻ  

2֩  ֪ ᵶᵾ ᶍ  

2019 年のごみピットでの火災を契機に、沼上清掃工場では発火防止・延焼防止対策として複数の設

備を導入した。対策の実施内容とその効果の概要について、図 5 - 9 に示す。 

ᴴ ᵳᶞ
֩ ֪

ḙḋ᷀ᴻ
֩ ᶞᶍ ֪
ᶊᶅ

ḁḐḋ᷄ᵶ ḃḻḇᴻ
ᶊᶅ

àḲḉᶻḨ ᶍ ḳᴻḐá
ᴴ ᶱ ᶩ ᵺᶉᵣ קּ ½ḲḉᶻḨ

ᴴ ᵳᶞ
֩ ᶀ ᶞ֪

àḲḉᶻḨ ᶍ ᵫ ᵣḳᴻḐá

ᵳᶞḜḋḐ
Ḭᴻḑ

◖

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳḤḋ᷄ḁ
֩Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ֪

J֩BRCḳᴻḐᶆ ֪

ᴴḲḉᶻḨ

ḜḋḐ ᶆ ᵶאל
ᶊᶧᶪ אל

Ḭᴻḑ
ᶊᵩᵣᶅ אל

ᶊ ᴲḘ᷅אל
ḝᶸḳḇᴻ ᵫ
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ם 5-9  ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶇᵼᶍ ᶍוֹ  

1  ֪ ᶊᵩᵰᶪ אל ᴴⱫ  

竣工（平成23 年）当時はまだリチウム蓄電池等が普及していなかったため、消火設備はそれほど重

視されていなかった。2019 年度の火災を受け、現状復旧とともに火災対策設備をつけることとした。 

発火防止対策として、ごみピットに注水し、ごみを常時水没させている。竣工当初より設置していたが、

使用したところ水没までに時間を要したことから、水没の系統を追加した。 

主な発火時の延焼防止対策として、以下を設置した。 

① 合成界面活性剤泡消火設備（ごみピット放水銃） 

2019 年度の火災において、水では消火ができず合成界面活性剤の消火剤により消火を行った

ことから、定置型の設備を設置し、消火能力を強化した。 

② AI による煙検知装置及び赤外線による火災検知装置 

ごみクレーン制御装置、ごみピット放水銃と連動する AI による煙検知装置を設置するとともに、

既設であった赤外線カメラによるごみピット監視を復旧させ、初期消火体制を強化した。 

③ 泡消火栓（プラットホーム） 

放水銃を使用する場合、ごみピット内で発火し煙が充満した際に発火箇所が見えなくなるため、

煙が充満するよりも早い段階で消火できるよう、消火栓装置を追加で設置し、①と同様の理由で

泡消火装置も設置した。ごみピット火災だけでなく、車両火災（ごみを持ち込むパッカー車等の荷

台での発火）にも対応できるようになった。 

④ 破砕処理系統のコンベヤ内スプリンクラー装置へ泡消火設備を設置 

竣工時から設置している破砕処理系統のスプリンクラー装置に、①と同様の理由で泡消火設備

を追加した。 

⑤ サーマルカメラによるリアルタイム熱源監視とソフトウェア監視・警報 

破砕機で破砕直後のごみや、ごみピット、破砕後の可燃物貯留ヤード等、発火可能性が高い部分

には、汎用品のサーマルカメラを導入し、破砕機の運転員が常時監視できるよう、モニタに映像を

表示。警戒レベル（80 ℃）を超えるとアラームが出るため、監視員が確認していないときでも状況

が把握できるようになっている。 

⑥ バグフィルター内部温度を検知し、任意の温度で発報する消火装置 

2020 年度のバグフィルターの焼損を受け、バグフィルター内に消火装置を設置。定置型の巨大

な消火器が多量に入っているボンベを 4 本つないでおり、簡単に薬剤を注入できるようにしてい

る。 

ᴴ ᵳᶞ
֩ ᶀ ᶞ֪

àḲḉᶻḨ ᶍ ᵫ ᵣḳᴻḐá

ᵳᶞḜḋḐ
Ḭᴻḑ

֩ A֪Iⱶ ᷿ḁḎḨᴲ אל ᴲ
ḜḋḐ ᶍ

֩ ֪וֹ אל ᴴⱫ Ḳḁ᷄ᶍ

֩ ֪ ḁḟḲḻ᷄ḱᴻᴲּס ᷁ḁ ᴲ᷊ᴻḦḳ᷀ḩḱᴲ
ITV ᴲ אל ᴲ אל ᶍ ᶍ

֩ ֪וֹ אל ᴴⱫ Ḳḁ᷄ᶍ
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現在も、発火検知装置や泡消火装置等について追加設置を検討しているところである。 

静岡市における対策実施のための特徴的な取組として、技術的知見を持つ市職員が自ら汎用品等で

使用可能な設備を探しメーカーに提案していることが挙げられる。これにより、メーカー提案の場合と比

較して設計開発費等がかからず、十分の一以下の価格で導入ができている。また、メーカーからも開発

中の技術を提案してもらえるような密な関係性を構築できている。 

一方で、ごみピット用水没ラインや延焼防止対策の多く（①②④⑥）は、過去に前例がない設備であり、

仕様決定・性能確保には労力を要している。また、対策をしてからまだ火災が起きていないため、どれく

らい効果が発揮されるかは未知数である。 

 

  

 

写真左上：各種センサーの監視装置 

写真右上：AI 煙検知装置 

写真左下：汎用品により作成されたバグフィ

ルター消火装置 

 5-10 ᶊ ᵴᶫᵾⱫ  

5.1.4   

1֩  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ╣ᵸᶪ ⱶᴴ ᶍאל  

図 5 - 11 に示すとおり、リチウム蓄電池とリチウム蓄電池を取り外せない家電について、特定5 品目

（リチウム蓄電池等を含む「乾電池類」の他、蛍光管、水銀体温計、ライター、スプレー缶類も対象）として、

月に 1 回、平ボディ車による収集を実施している。しかし、加熱式たばこや電動歯ブラシ、電気シェー

バー、その他充電式小型家電が、燃やさないごみの区分に混入している。 

燃やさないごみの処理施設（新田清掃センター）における燃やさないごみ処理ラインでは、集められた

ごみは手選別及び重機により異物を取り除いたのち、破砕・選別処理により鉄、アルミニウム、破砕不燃

物、破砕可燃物に選別される。破砕可燃物は隣接する焼却施設へ搬入する。 
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 5-11 ᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ ḝḵᴻ  

 

燃やさないごみに混入したリチウム蓄電池等は、処理施設の破砕機によって破損したものが、後段の

搬送コンベヤや焼却ピットで発煙・発火に至るケースが多い。 

処理施設では、年間130 件程度、月間10～11件程度発火が発生している。発火時には、コンベヤの

炎検知器で検知し、自動散水装置により消火することが多いが、職員がラインへ立ち入り自力で消火す

ることもある。また、消防が出動する出火も平成29 、30 年度に各1件、令和2 年度には2 件発生した。

発火により、コンベヤのゴムベルトの焼損があった他、令和2 年度の消防出動となった際には臨時的に

搬入を他施設で行った。 

  

 5-12 29 אל ᶍ  

出所）新潟市ウェブサイト「充電池使用製品によるごみ処理施設の発火事故が多発しています」

http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/oshirase/lib_syobunn.html （閲覧日：2022 年 1 月 26 日） 

2֩  ֪ ᵶᵾ ᶍ  

新潟市における対策の実施内容とその効果の概要について、図 5 - 13 に示す。平成 29 年度の消防

出動に至った発火以降、令和元年10 月より特定5 品目に電池を取り外せない小型家電を含める等、

排出ルートを見直し周知・啓発を行うことで、リチウム蓄電池等の分別による発火防止に取り組んできた。

また、特に処理施設における手選別追加等の処理プロセスの見直し、ラインの運転時間・運転条件の工

夫等、種々の取組によって、発火した際にも自主消火が容易となるような工夫が進められてきた。 
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 5-13 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶇᵼᶍ ᶍוֹ  

1  ֪ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶍ  

新潟市では平成 25 年度より、それまで有害危険物としていたごみ区分の名称を「特定5 品目」と改

め、乾電池類（乾電池、ボタン電池、充電池、モバイルバッテリー、小型充電式電池）を対象としてステー

ション回収を実施してきた。しかし近年、電池を取り外すことができない製品が増加したことを受け、令

和元年 10 月より特定5 品目に「電池やバッテリーを取り外すことができない製品（電動歯ブラシ、電子

たばこ、ゲーム機など）」であって、45 リットルのポリ袋に入る大きさのものを追加した。 

さらに、搬入される燃やさないごみに関して、人員及び選別スペース不足の観点から実施可能な最大

限の量である 4 台分の燃やさないごみについて手選別を行い、リチウム蓄電池等を取り除く取組を実

施している。 

特定 5 品目への蓄電池を取り外せない小型家電の追加に関しては、市の情報誌等でも情報発信を

行っており、具体的な対象品目例の紹介等も実施している。 
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 5-14 ᶍ ᶇᵳᶞᶍ ᵆ᷊ᶹḉḯḟḴḁᵇᶊᵩᵰᶪḲḉᶻḨ ᶊнᶅ  

出所）新潟市の資源とごみの情報誌「サイチョプレスvol.53 」

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/keihatsu/kankobutsu/saicyopress/backnumber/r1saicyopr

ess/saicyopressvol53/index.html （閲覧日：2022 年 1 月 26 日） 

2  ֪ ᶊᵩᵰᶪ ᶉ אל ᴴⱫ  

近年火災発生件数が増加傾向にあり、令和2 年度には消防出動に至る火災事故が1 週間の間に 2

件発生した。平成29 年度より火災発生件数を減少させるため、改めて処理工程を見直した上で、常時

散水設備、難燃性コンベヤベルト、検知器導入等を含む種々の取組を実施してきた。具体的な取組内容

は以下のとおりである。 

 

① 選別した廃家電の移動を、重機ではなく手作業に変更 

② 難燃性コンベヤベルトへの順次交換（一部完了、引き続き実施） 

③ 焼却施設ごみピット内の破砕可燃物受入口付近における散水 

④ 搬入ごみからの充電式家電の手選別 

⑤ 家電処理ライン（細破砕機）と可燃性粗大ごみ破砕ライン（粗破砕機）の同時運転禁止 

⑥ 磁選機運転時の磁力を上げ、リチウム蓄電池を鉄貯留ヤード（構造上消火活動が容易）へ誘導

※その分、選別される鉄の品質は悪化 

⑦ 鉄搬送コンベヤにおける炎検知器、自動散水装置の追加（他コンベヤへも拡大中） 

 

このうち⑤は、家電処理ラインにおいて破砕可燃物に混入したリチウム蓄電池等の発火源と、可燃性

粗大ごみ破砕ライン由来の延焼物が可燃物搬送コンベヤにおいて合流し、発火が大規模化することを

避けるための取組である。また、⑥に関して、磁力を上げることで異物が鉄貯留ヤードに混入しやすく

なっているため、鉄の品質が悪化していることに留意が必要である。 
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5.2  ḲḉᶻḨᶹᶿḻ Ḫḏḳ ᶍ ᶊᵩᵰᶪ

 

環境省では、昨今、リチウム蓄電池等による市区町村の廃棄物処理における火災事故等が発生し、機

材への被害、処理が滞ることによる社会的影響の発生、廃棄物処理体制そのものへの影響が懸念され

ていることを踏まえ、市民等がリチウム蓄電池等を排出する際に適切な分別を促すような周知、適切な

分別区分の設定等を支援するためのモデル事業「リチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策モデ

ル事業」を実施した。 

モデル事業において想定した実施内容は表 5 - 2 のとおり。前掲図 4 - 1 で示した発煙・発火対策の

観点では、主に①住民への周知・啓発の徹底、②リチウム蓄電池等の排出先の工夫に相当する。 

 5-2 Ḫḏḳ ᶊᵩᵣᶅ ᵶᵾ  

ḲḉᶻḨ ᶍ  ᶉ ֩  ֪ וֹ ֩  ֪

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶉ
ᶊ ᵸᶪ ᴴ  

᷈ḻḎḻḌᶍ ᶒ
ᶱ ᵷᵾ  

 ̧ ḉḱ᷿ḥḁḎᶸḻ  ᷅

 ̧ ᶩ ᶞᴲ  

 ̧ ᵼᶍ ╓ḩḏᶸᶷ  

 ̧ ᶗᶍḥḁḇᴻ  

 ̧   

 ̧ ᶗᶍᶷḻ᷆ᴻḐ  

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ
┌ᶍ № 

 ̧ ᵳᶞ ᶍ  

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶉ
ᶍ  

 ̧ ᶍ  

 ̧ Ḥḋ᷄ḁᶍ  

 ̧ ◖ ⱱ  

ᵼᶍ ᶇ ᵧᶨʟ ᶪ  
֩ ᵪᶨᶍ ∏ᶱ ᶝ
ᵧ  ֪

 

 

֩  4-1  ֪ ᶊᵩᵰᶪ ḝḵᴻᶇ ⱶᴴ אל ᶍ ᶇᶍ  

 

また、検討会での審査の結果、採択された団体（4 団体）は以下のとおり。各団体における取組の一覧

を表 5 - 3 に整理した。以降では、各団体における具体的な対策実施内容や効果検証結果について詳

述する。 

 



 

 

 

5
2

 

 5-3 Ḫḏḳ ᶊᵩᵰᶪ ╗  

 
 

Ḫḏḳ ᶍ 

 

Ḫḏḳ ᶊᵩᵰᶪ וֹ   

 

֩ ⱦ ֪ᶍ  ᴴ  
ᵼᶍ ᶍ 

 
 

ḲḉᶻḨ

 

 

ᶷḻ᷆ᴻḐ

 

אל  

 

 

 

ᶔᶪᵴᶇ 

╓  

5֩.2.1  ֪

10  

JBRCḲ᷊ᶹ᷄ḳה ᶆ

ᶍ  

╗ה ᶇ ᵺᶅ ᵳᶞ

ᶆ ᶍᵥᵧᴲ ╓

ᵳᶞ ᶆ ᴴ

 

ḲḉᶻḨה ᶱ ᶩ ᵺ

ᶉᵣ ᶎ קּ ᶇᵶᶅ

 

ה ᶍ

ᶗᶍ ֩Ḳḉᶻ

Ḩ ᶱ ᶩ

ᵺᶉᵣ ᴲ

ᵳᶞᶇᵶᶅ

 ֪

ᴴḲḉᶻḨה

ᶎ JBRC

ḳᴻḐᶆ  

 ḣᴻḨḢᴻḀה

ḥḁḇᴻ֩ה ᴲ ᴲJBRC

 ֪

ה ᴴ ḉḱ  ᷿

ḎḴḛה ☿ 

  SNSה

ᵳᶞה ᶍ ᴴ  

ה  

ה ᷈ḻḎḒᶗᶍḙḕḳ  

ה ꜗ Ḧḁ᷂ḻ᷅Ḏᴻḟ  

» ¹ ¹ ¹ » 6,731 

 

 

5֩.2.2  ֪

10  

JBRCḲ᷊ᶹ᷄ḳה ᶆ

ᶍ  

ה קּ Ḥḋ᷄ḁᶆᶍ

 

ה ᶍ

ᶗᶍ ֩

ᴴ᷈ᶹḻ

ᴴḱᶹḇᴻ ᶇ

ᵺᶅ  ֪

ḉḱ᷿֩ה ᴴ ֪ 

ḥḁḇᴻ֩ה ᴲ ֪ 

ᵳᶞה ᶷḟḲᶱ ᵷᵾ  

ᵳᶞה ᶗᶍ ֩Ḧ᷅

ḕḋḐ᷿ᴻḐ֪ 

ᵳᶞה ᶊ ᵴᶫᶅᵣᶪ

ᶊᵩᵰᶪ  

ה ᶹḡḻḐᶊᵩᵰᶪ  

» 

¹ 

ă

ᶒ

ᶍᶞ 

¹ ¹ ¹ 5,505 

ם  

 

5֩.2.3  ֪

48  

JBRCḲ᷊ᶹ᷄ḳה ᶆ

ᶍ  

ה ╓ᶍ ḃḻḇᴻ ᶒ

ᶆᶍ  

ḲḉᶻḨה ᶱ ᶩ ᵺ

ᶉᵣ ᶎ ᵳᶞ֩

ᶇ֪ᵶᶅ  

» 

ה ᶊᵩᵰᶪ

ᶍ  

ה ᶈᶡ ᵰ ᶗᶍ

ᶍ  

ḉḱה  ᷿

ᵳᶞה ᶷḟḲ 

זּה ᵬ 

ה

ᶇᶍ

ᶊᶧᶪ

ᴴ

ᶍ

 

¹ » ¹ » 4,205 

₲  

 

5֩.2.4  ֪

13  

JBRCḲ᷊ᶹ᷄ḳה ᶆ

ᶍ  

ה Ḳ᷊ᶹ᷄ḳḃḻḇᴻᶗ

ᶍ  

ה ᶍ

ᶗᶍ ֩ḁḟ

Ḵᴻ ᴴḱᶹḇᴻ

ᶇ ᵺᶅ  ֪

ᴴה ᶗ

Ḥḋ᷄ḁ  

ḉḱ᷿֩ה ᴴ ֪ 

ה  

ה ḛḓᴻḳ  

ה ᶗᶍḁḎḋ᷀ᴻ

 

» ¹ ¹ ¹ » 2,165 

注）鳥取県鳥取中部ふるさと広域連合は倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町の1 市 4 町により構成。人口は1 市 4 町の合計値を記載。 

出所）人口：総務省 【総計】令和3 年住民基本台帳人口・世帯数、令和2 年人口動態（市区町村別） 

 https://www.soumu.go.jp/main_ sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai - setaisuu.html （閲覧日：2022 年 3 月 2 日） 
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5.2.1  ᶔᶪᵴᶇ ╓  

1֩  ֪ ᶉ ᴴ וֹ  

1  ֪  

a.  ᶍ  

小型家電のうち、二次電池を取り外せない製品（以下「一体型製品」という）を有害ごみとして回収す

る体制に変更した。また、リチウム蓄電池単体については、センターでは受け入れを行わず、JBRC リサ

イクル協力店へ排出する体制を構築した。 

 

 

 5-15 ᶍ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

b.  Ḫḏḳ ᶍ  

回収体制の変更による効果を正確に把握するため、体制変更前に一度ごみ組成調査を実施した。そ

の後、複数の媒体を用いて新たなごみ収集体制について広く周知したのち回収方法を実際に変更した。

その後、もう一度ごみ質調査を実施するとともに住民へアンケート調査を実施し、体制変更及び周知の

効果を確認した。最後に、ごみ分別冊子に今回の体制変更の内容を記載し、市町全世帯に配布した。 

 

 

 5-16 Ḫḏḳ ᶍ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪
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2  ֪ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ 

下記のスケジュールに基づき実施した。 

 

 5-4 Ḫḏḳ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

2֩  ֪  וֹ

1  ֪ ᴴ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

図 5 - 17 から図 5 - 22 に示す多様な媒体を用いて住民周知を実施した。 

具体的には、スケジュールに沿って、ポスター、ホームページ、SNS 、広報誌等により住民周知を行っ

た。モデル事業実施期間中に地元テレビ局2 社から取材依頼があり、鳥取中部圏域だけでなく山陰両

県に情報が共有された。また、調査結果を踏まえ、さらなる周知（住民説明会、パネルの作成、周知用ノ

ベルティの配布）を検討、実施した。 
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 5-17 ḥḁḇ ᶊᴻᶧᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

 5-18 ḣᴻḨḢᴻḀᶊᶧᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪
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 5-19 SNSᶊᶧᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

 5-20 ᶊᶧᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

 5-21 ḁḎᴻ᷿ḯḻ ᷈ḻḎḒᶗᶍ ḙḕḳ ᶩ ᵰᶊᶧᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪
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 5-22 ḖḡḳḎᶸ֩ ꜗ Ḧḁ᷂ḻ᷅Ḏᴻḟ֪ᶊᶧᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

2  ֪ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

回収体制変更の取組実施前後での「不燃ごみ」「小型家電」「有害ごみ（回収体制変更により新たにで

きた区分のため、事後のみ調査）」について、排出状況の実態調査を実施し、リチウム蓄電池等の排出量

及び排出先の変化を確認した。 

回収体制の整備や住民への周知により、JBRC リサイクル協力店、有害ごみ（ボックス、モデルステー

ション）に排出する等、取組の実施後でリチウム蓄電池等の排出方法に変化が生じたことを確認した。 

 

 5-5 ᵳᶞ ֩וֹ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

   ֩  ֪

֩  ֪ 1,941.8kg 1,570.7kg֩ÿ19.1%  ֪

ḲḉᶻḨ  

 

ᵳᶞᴴ קּ  9.2kg 1.9kg֩ÿ73.3%  ֪

ᵳᶞ֩Ḥḋ᷄ḁ֪ 4.1kg 0.5kg 8֩7.8%  ֪

ᵳᶞ֩ḪḏḳḁḎᴻ᷿ḯḻ֪  1.1kg 

 13.3kg 3.5kg ÿ֩73.7%  ֪

 

 

 5-23 ᵳᶞ ֩וֹ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

3  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

排出状況の実態調査に基づき、鳥取県中部地域でのリチウムイオン電池等の排出量を推計し、鳥取

県中部地域のリチウム蓄電池等の賦存量を確認した。 

鳥取県中部地域でのリチウム蓄電池の排出量は、300 ～450kg/ 月程度と推計した。また、有害ごみ

（ボックス）で60 ～70kg/ 月程度、有害ごみ（モデルステーション）で80 ～90kg/ 月程度の回収が得ら

れると試算した。 
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 5-6 ╓ᶍ ֩וֹ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

さらに、鳥取県中部地域における市町ごとでの排出先の変化を確認し、市町ごとの取組内容との比較

を行い、その要因の分析を行った。 

三朝町、北栄町及び琴浦町においては、事後調査で有害ごみ（モデルステーション）の割合が確認さ

れ、排出方法が変化している傾向を確認した。市町共通して地域役員への説明やポスター、チラシでの

周知が行われており、三朝町、北栄町及び琴浦町での特異的な取組は確認できず、明確な要因は不明

であった。 

 

ᶍטּ 5-7  ֩וֹ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

4  ֪ ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

小型充電式電池の適正分別に向けた取組の認知度はモデル地域で高まる傾向が確認された。モデル
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地域で集中的に広報がされたことが影響したと考えられる。 

アンケート調査の結果から、小型充電式電池の適正分別に向けた協力の意向はモデル地域の有無に

関わらず非常に高いことが分かった。また、情報提供に関する満足度が低く改善が必要であることが分

かった。なお、有害ごみ（ボックス、モデルステーション）では認知度を向上させることができればさらなる

利用促進が可能である。 

 

 5-8 ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶍ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

  

 1,200֩v ᶀḪḏḳ ╓598ᴲḪḏḳ ╓∙ 602  ֪

 465֩ᵥᶀḪḏḳ ╓247ᴲḪḏḳ ╓∙外218  ֪

 3ֹ8.8%、Ḫḏḳ ╓ 4ֹ1.3%ƎḪḏḳ ╓∙ 3ֹ6.2% 

 

 

 5-24 ᶍ ᶊ ᵰᵾ ᶍ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

 5-25 ᶍ ᶊ ᵰᵾ ᶍ≥ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪
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 5-26 ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

 5-27 ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

 

 5-28 ᵳᶞ֩Ḥḋ᷄ḁ֪ᶍ ᶒ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪
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 5-29 ᵳᶞ֩ḪḏḳḁḎᴻ᷿ḯḻ֪ᶍ ᶒ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 

アンケート調査結果に基づき、情報提供に関する満足度について分析を行った。結果として、取組実

施後において実行可能性評価（情報の認知度）、社会規範評価（モラル感）、行動意図（やる気）、行動で

意識の高揚を確認した。また、意識の高揚に対して、費用便益評価（負担感）が払拭されていないことを

確認した。 

 

 

 

 5-30 ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

①：小型充電式電池の危険性を十分把握している。 

②：小型充電式電池の適正分別方法を十分把握している。 

③：小型充電式電池の適正分別は手間がかかると感じる。 

④：小型充電式電池の適正分別は費用がかかると感じる。 

⑤：小型充電式電池の適正分別は安全な生活を行う上で必要不可欠だと感じる。 

⑥：小型充電式電池の適正分別に積極的に取り組んでいきたい。 

⑦：小型充電式電池の適正分別に積極的に取り組んでいる。 

3֩  ֪ ᶍ ᴴ  

1  ֪ Ḫḏḳ ᶍוֹ ᶩᶝᶇ  f

ほうきリサイクルセンターにおける発火は2020 年 11 月以降発生していない。また、住民意識調査に

おいて、6 割以上の住民が上記の火災について「知っている」と回答したことから、分別意識に一定の影

響があったことが示唆された。 

2  ֪ ᶍ ᴴ  
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a.  ᶊ ᵸᶪ ᶍ  

住民意識等の調査では情報提供に関して「情報のわかりやすさ」「情報の量」「情報の提供方法」のい

ずれの項目も満足度が低い傾向を確認。また、情報提供により住民の小型充電式電池の適正分別に関

する意識が高まる傾向を確認した。 

住民は情報の接触等により適正分別の重要性等を理解し意識が向上するが、具体的な行動をとるた

めの知識や技能が不足している状況にあり、情報提供に関する「満足度」が低くなった。 

これらの結果から、情報提供の継続的な実施とともに、有害ごみの回収ボックスの場所や分別のやり

方等の具体的な方法についての情報提供が満足度の向上に対して有効であることが確認された。 

b.  ᵳᶞᶍ Ḥḋ᷄ḁ ᶍ  

住民意識等の調査では有害ごみ回収ボックス、モデルステーションの利用状況が少ない状況を確認

した。有害ごみの回収ボックスやモデルステーションでは「知らなかったが、今後利用したい」といった回

答も得られており、情報の認知度の向上が重要である。 

小型充電式電池を廃棄する際にはステーション回収の回収曜日や有害ごみの回収ボックスの位置等

を踏まえ、排出方法の使い分けを行っていることが確認された。このことから、複数の回収手法を整備し、

住民のライフスタイルに沿って利用できる環境整備を行うとともに、個々の回収方法について情報提供

を行い、いつでも利用できる状態を確保しておくことが重要である。 

c.  ᶍ ᶍ  

小型充電式電池の適正分別を進める上で、制度への理解と関係なく、住民の負担感（手間等）がネッ

クとなることが想定されるため、負担感を軽減させる取組が重要である。例として、「電池にテープを張る

作業が手間」、「分別が煩雑になり高齢者にはわかりにくい」等の意見を確認した。既存研究では、効果

や意義を伝え、習慣的な行動とすることが重要であることが示唆された。 

上記より、情報提供を行う上で、適正分別の効果（住民が感じるメリット）や異議を盛り込むことが重

要であることが確認された。加えて、製造業者における分別しやすい製品の開発等、上流側に対する対

策も必要である。 

4֩  ֪ Ḫḏḳ ᶇ  

モデル事業実施項目と費用内訳を以下に示す。 

 

 5-9 Ḫḏḳ ᶇ ֩ ᶔᶪᵴᶇ ╓  ֪

 ֩ ⱦ ֪  

ḉḱ᷿ᴴḥḁḇᴻ ᴴ╠
ᴴ  

230 
ḥḁḇ 3ᴻ0  

ḉḱ᷿37,050  

Ḫḏḳ וֹ ≠
֩ ᴲᶷḻ᷆ᴻḐ ֪ 

2,310 ᴲᶷḻ᷆ᴻḐ ╗ 

╠  3,718 45,000  

ḖḡḳḎᶸ  473 Ḧḁ᷂ḻ᷅Ḏᴻḟ2,280  

 6,731  



 

63  

 

5.2.2   

1֩  ֪ ᶉ ᴴ וֹ  

1  ֪  

a.  ᶍ  

従来、分別収集を実施していなかったリチウム蓄電池等について、新たに分別区分を設けて収集を行

うこととした。具体的には、リチウム蓄電池を廃乾電池やコイン電池、ライターと同じごみ袋で排出する

ルールとした。また、リチウム蓄電池が外れない小型家電を、その他の小型家電と同様に燃やさないごみ

用のごみ袋で排出するルールとした。 

 

 

※1：坂戸市「ごみと資源物分別マニュアル」（閲覧日：2021 年 9 月 22 日）

https://www.city.sakado.lg.jp/uploaded/attachment/9768.pdf  

 5-31 ᵳᶞ ḝḵᴻᶍ ֩  ֪

b.  Ḫḏḳ ᶍ  

複数の媒体を用いてごみ収集区分が変更する旨を住民へ広く周知を行った。また、市民意識調査の

実施や、火災発生件数の集計等の効果検証を行った。 

 

 

 5-32 ᴴ ᶊ ᵸᶪ ֩  ֪

https://www.city.sakado.lg.jp/uploaded/attachment/9768.pdf
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וֹ 5-33  ᶊ ᵸᶪ ֩  ֪

2  ֪ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ 

下記のスケジュールに基づき実施した。 

 

 5-10 Ḫḏḳ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ֩  ֪

 

2֩  ֪  וֹ

1  ֪ ᴴ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

a.  ḉḱ᷿ᶍ ᴴ  

リチウム蓄電池等の分別収集及び分別方法について周知するため、A3 版見開き両面印刷のチラシ

を作成し、11 月 1 日号の広報誌に折り込んで約 42,000 世帯に配布した。また、坂戸市と包括連携協
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定を締結している保険会社の保険外交員（80 名）に広報チラシの配布を依頼した。市指定ごみ袋販売

店（160 店舗）にも周知を依頼した。英語版及び中国語版（各500 部）も作成した。 

 

 5-34 ḉḱ᷿֩  ֪

 

 

 5-35 ♣  ḉḱ᷿֩  ֪
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 5-36  ḉḱ᷿֩  ֪

b.  ḥḁḇᴻᶍ  

リチウム蓄電池等の分別収集についてのA1 版啓発ポスターを作製し、市役所庁舎や公民館、清掃セ

ンター、消防署など市内公共施設（41 か所）に貼付した。また、坂戸市及び近隣にある家電量販店や

ホームセンターの店舗（9 店舗）にも貼付を依頼した。 

 

 

 5-37 ḥḁḇᴻ֩  ֪

c.  ᵳᶞ ᶷḟḲᶊ ᶍ ᶱ  

2021 年 10 月 1 日から配信を開始したスマートフォン用アプリ「坂戸ごみ分別アプリ」及び市HP に

リチウム蓄電池等の分別収集について掲載した。 



 

67  

 

d.  ᵳᶞ ᶊḲḉᶻḨ ᶍ ᶊᶃᵣᶅ  

リチウム蓄電池等の分別収集について記載したマグネットシート（サイズ（横）150 cm×（縦）30 cm ）

を作製し、家庭ごみを収集しているごみ収集車等36 台に貼り付けして周知した。 

 

 

 5-38 Ḧ᷅ḕḋḐ᷿ᴻḐ֩  ֪

e. קּ  ᵳᶞ ᶊ ᵶᶅᵣᶪ ᶆᶍ ᶍ  

リチウム蓄電池等の分別収集について家庭ごみ集積所の看板に掲示するため、変更内容を記載した

シールを作製し、市内約 2 ,400 か所の市内ごみ集積所に貼付した。 

 

 

 5-39 ᵳᶞ ֩  ֪

f.  ᶹḡḻḐᶆᶍ ᶍ  

2021 年 11 月 20 日に実施した処理困難物回収イベントで、分別収集のチラシとごみ分別アプリのチ

ラシを配布した。また、認定事業者による充電式小型家電等の回収を実施し、ノートパソコン58 台を含

む 770 k g を回収した。 

2  ֪ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

燃やさないごみの中にリチウム蓄電池等が混入していないか、2022 年 2 月 2 日（水）に調査を実施  

した。前回実施時（2021 年 8 月）と同一地区（横沼、小沼、島田、赤尾、片柳）のごみを対象とし、パッ

カー車1 台分（1,180kg ）を展開した。その結果、リチウム蓄電池等を含む小型家電が2.2kg 混入して

おり（混入率 0.19 ％）、スプレー缶・ガスボンベは 3.8kg 混入していた（混入率 0.32 ％）。前回実施時

は 1,490kg 展開し、リチウム蓄電池等を含む小型家電の混入率は 0.44 ％、スプレー缶・ガスボンベの

混入率は 0.31 ％だったため、リチウム蓄電池等の混入率に改善が見られた。 
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 5-40 ᶣᵴᶉᵣᵳᶞᶍ ᶍ ֩  ֪

 

 

 5-41 ᶣᵴᶉᵣᵳᶞᶊ ᵶᶅᵣᵾḲḉᶻḨ ֩  ֪

 

 

 5-42 8֩ ֪ ᶊ ᵶᶅᵣᵾḲḉᶻḨ ֩  ֪

3  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

2 月 18 日現在の累積回収量は、リチウム蓄電池が外れない小型家電が 423.8 kg （表 5 - 11）、リチ

ウム蓄電池等小型充電式電池が 185.51 g（表 5 - 12）であった。いずれも 12 月の回収量が多く、その

後は減少傾向となっているが、自宅に退蔵されていたものがまとめて排出された結果と見られ、ルール

変更初期時の一次的なものと考えられる。 

集積所の収集量は、リチウム蓄電池が外れない小型家電より、リチウム蓄電池等の充電式電池の方

が多い。リチウム蓄電池等の充電式電池収集の認知度は高いが、家電収集については周知が行き届い

ていない可能性が考えられる。他方、清掃センターへの直接搬入は、リチウム蓄電池が外れない小型家

電が多い。コードレス掃除機やロボット掃除機が多数搬入されている。 

また、プラットホーム作業員から、市民から「持ち込んだごみの中に充電池電池が入っている」という

声かけをしてもらえることが多くなったという話があった。 
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 5-11 ḲḉᶻḨ ᵫ ᶫᶉᵣ קּ ᶍ ֩  ֪
  ∞ kֹg 

  2021 12  2022 1  2022 2   

 42.6 17.1 16.2 75.9 

 135.1 103.8 89.1 328.0 

Ḥḋ᷄ḁ 13.3 22.1 14.9 50.3 

 191.0 143.0 120.2 454.2 

 注）ある程度の量がたまり次第、西清掃センターから東清掃センターに運搬し、計量しているため、集計のタイミングにより実際に収集

した週とずれている可能性がある。 

 

 5-12 ḲḉᶻḨ ᶍ ֩  ֪
  ∞ kֹg 

  2021 12  2022 1  2022 2   

 58.9 25.0 27.4 111.3 

 31.2 9.5 23.0 63.7 

Ḥḋ᷄ḁ 22.9 4.2 7.0 34.1 

 113.0 38.7 57.4 209.1 

 注）ある程度の量がたまり次第、西清掃センターから東清掃センターに運搬し、計量しているため、集計のタイミングにより実際に収集

した週とずれている可能性がある。 

4  ֪ ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

a.  ≥ ᶍ 1֩ ֹᵳᶞ ḝḵᴻ  ֪

下記のとおり、ごみの分別についての意識や分別方法、リチウム蓄電池などの危険物についての認知

度等を調査した。 

 

 5-13 1 ᶷḻ᷆ᴻḐ ֩  ֪

 

 20 ∙ ᶍ ᵫᵡᶪ ᵪᶨ2,000 ᶱ ⌡ ֩ ᶎ ᵮ ֪  

 2021 11 16 ֪ אל֩

 2021 12 5 ֩  ֪

 ᶍ ᶆᶍ ᶒᶹḻḇᴻḕḋḐ ᶍ  

b.  ≥ ᶍ ᶇוֹ 1֩ ֹᵳᶞ ḝḵᴻ  ֪

957 通の回答が得られ、回答率は 47.9% であった。集計結果の概要は以下のとおりである。 

 ̧ ごみの分別ルールを守ろうという意識がある方がほとんどである。（95.0% ） 

 ̧ ごみの分別が分からないときは分別マニュアルやカレンダーを使って調べる方が多く、分別ア

プリの認知度は低い。 

 ̧ カセット式ガスボンベやスプレー缶を燃やさないごみだと勘違いしている割合が高い。それぞ

れ 27.9% 、36.9% であった。 

 ̧ リチウム蓄電池やリチウム蓄電池を含む小型家電については、捨てたことがないという回答の

割合が高い。リチウム蓄電池が使用されている商品の流通量を考えると、今後、排出量が増加

していくと考えられる。 

 ̧ リチウム蓄電池による火災の認知度は78.2% で、約 2 割の市民がリチウム蓄電池の発火の危

険性を認識していない。 
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c.  ≥ ᶍ 2֩ ֹᵳᶞ ḝḵᴻ  ֪

リチウム蓄電池等の分別収集に対する意見や認知度、利用したかどうか等を調査した。 

 

 5-14 2 ᶷḻ᷆ᴻḐ ֩  ֪

 

 
20 ∙ ᶍ ᵫᵡᶪ ᵪᶨ2,000 ᶱ ⌡ ֩ ᶎ ᵮ ֪      

1֩ ᶇᶎ ᶍ ᶊ  ֪

 2022 1 13 ֩  ֪

 2022 1 31 ֩  ֪

 ᶍ ᶆᶍ ᶒᶹḻḇᴻḕḋḐ ᶍ  

 

d.  ≥ ᶍ ᶇוֹ 2֩ ֹᵳᶞ ḝḵᴻ  ֪

973 通の回答が得られ、回答率は 48.6% であった。集計結果の概要は以下のとおりである。 

 ̧ ごみ分別アプリの利用率は4.7% と低く、利用していない人も「冊子版の分別マニュアルでよ

い」と考えている人が72.6% 、利用する気はないといった人が46.1% であった。ごみ分別ア

プリを利用した場合の、付加価値の向上が必要と思われる。 

 ̧ 携帯電話・スマートフォン、リチウム蓄電池本体やモバイルバッテリーについては、他の品目より

燃やさないごみだと考える人は少ない。 

 ̧ 電気シェーバーは他のリチウム蓄電池使用小型家電より排出する人が多く、また、燃やさない

ごみだと考える人が多い。周知の必要性が高い品目と思われる。 

 ̧ 全体的にリチウム蓄電池等の分別収集を利用した割合は低い。捨てる頻度が低く分別収集開

始からの 2 か月程度では排出されなかったか、不要になった製品が家庭内に退蔵されている

可能性がある。 

 ̧ 分別収集の認知度は 30.5% に留まった。さらなる周知が必要である。 

 ̧ 周知媒体としては、広報誌の折込チラシが最も効果的であった（84.5% ）。分別アプリの普及

率が上がれば、周知媒体として効果的な可能性が高い。 

 ̧ 市民の排出方法としては、集積所が46.5% 、回収ボックスが24.9% 、清掃センターへの直接

搬入が 7.4% であった。集積所での収集を開始することが、リチウム蓄電池の回収をするうえ

で最も効果的と思われる。 

 ̧ リチウム蓄電池の分別収集で分かりにくいと感じていることとして、収集の対象なのか分からな

い（35.1% ）、リチウム蓄電池が取り外せるのか分からない（24.0% ）、収集日が分からない

（27.0% ）という回答だった。リチウム蓄電池がどういった製品に含まれており、取り外しができ

るのかどうか、いつ出せばよいか等を重点的に周知する必要がある。 

5  ֪ אל ᶊ ᵸᶪ  וֹ

東清掃センターの燃やさないごみを破砕処理中に発火した件数を集計した（表 5 - 15）。令和 2 年 1

月は施設を稼働していた日数が少ないことを加味すると、リチウム蓄電池の分別収集によって発火件数

が減少傾向になっていると考えられる。また、令和3 年度から、燃やさないごみの中の有価物（なべ等の
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金属製品）のピックアップを開始しており、その際にリチウム蓄電池等が混入していた場合には取り除く

ようにしているため、発火件数が減少していると考えられ、施設での火災を防ぐためには、処理機械に

投入する前の人力選別が効果的と思われる。 

また、ごみ収集車両の火災が、令和 4 年 1 月 5 日（水）と令和4 年 2 月 2 日（水）に発生した。1 月 5

日は、清水町・鎌倉町（住宅地）、2 月 2 日は南町・緑町（坂戸駅周辺）であった。過去5 年間で収集車

の火災が 5 件だったことを考えると、モデル事業期間に多発してしまっている。火元は不明だが、スプ

レー缶、リチウム蓄電池のいずれかだと考えられる。 

 

 5-15 ḃḻḇᴻ אל  וֹ

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  

 24 26 21 22 15 20 27 12 14 25 6 25 

2  42 25 31 27 28 28 7 8 24 8 16 24 

3  18 19 19 7 13 10 5 12 9 19 8  

注）令和 3 年度 12 月～2 月が分別収集実施期間（赤字）。令和 3 年度 3 月は未集計。令和 2 年度 1 月下旬～2 月上旬は施設整備の

ため、施設の運転を停止している。 

 

 

 5-43 ᵳᶞ ᶒ ᶍ ᶍאל ֩  ֪

 

 

 5-44 1 5 ᶍאל ᶍ ╣ᵿᶇ ᵧᶨᶫᶪḁḟḴᴻ ᴲḲḉᶻḨ ֩  ֪

3֩  ֪ ᶍ ᴴ  

1  ֪ Ḫḏḳ ᶍוֹ ᶩᶝᶇ  f

リチウム蓄電池等の分別収集を開始し、リチウム蓄電池混入率及び発火件数の減少につながった。混

入率は 0.44 ％から0.19 ％に減少し、発火件数も減少傾向が見られる。 
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リチウム蓄電池等の分別収集開始2 か月後の認知度は 30.5 ％であった。今後も周知を続けていく

必要がある。周知にあたっては、リチウム蓄電池がどのような製品に使用されており、取り外し可能かと

いったことを重点的に周知することがリチウム蓄電池の混入を防止するのに効果的だと考えられる。 

2  ֪ ᶍ ᴴ  

次年度以降も分別収集は継続して実施する。令和4 年度ごみ収集カレンダーにリチウム蓄電池等の

充電式電池及びリチウム蓄電池が外れない小型家電についての収集を記載する（リチウム蓄電池の絶

縁、放電についても記載）。分別収集の住民認知度の向上に寄与すると思われる。 

現状の回収量ならば、既存の収集車両、人員で対応可能な範囲であり、分別収集開始による追加費

用は発生しない。住民認知度が向上することで、リチウム蓄電池等の排出量が増加し、現在の体制では

収集を続けることが難しくなった場合について、必要経費等検討していく必要がある。 

4֩  ֪ Ḫḏḳ ᶇ  

モデル事業実施項目と費用内訳を以下に示す。 

 

 5-16 Ḫḏḳ ᶇ ֩  ֪

 ֩ ⱦ ֪  

ḉḱ᷿ ᷀ḴḻḈᴻḥƎḁḇ  ᴻ

ᴴ╠ ᴴ  
768 ḏ᷾ᶹḻᴲ╠ ᴲ  

ḉḱ᷿ ᷀ḴḻḈᴻ֩ ֪ 
ᴴ╠  

233 ᴲ╠  

ᵳᶞ ᶗᶍḉḱ᷿  21  

ᵳᶞ ᷿ᴻḳ  589  

ᵳᶞ ᷿ᴻḳ  550 ≠  

Ḧ᷅ḕḋḐ᷿ᴻḐ  634  

ᶩᵾᵾᶞ᷈ḻḎḒ  226  

ᶍ ḑḱḨ  86  

≥  2,398 
≥ 2֩,000 2 ֪ᶍ
≠  

 5,505  

5.2.3 ם   

1֩  ֪ ᶉ ᴴ וֹ  

1  ֪  

a.  Ḫḏḳ ᶍ  

処理業者と連携し、組成調査及び処理施設の実態調査を行った。 



 

73  

 

 

 5-45 ᶇᶍ ם֩  ֪

 

ᴴ 啓発活動として、市内 3 校の小学校で、リチウム蓄電池の有効性・処理困難性・危険性につ

いての講座を実施した。また、市の教育委員会を通じて小学生を対象に子ども向け情報誌を年 4 回発

行した。 

 

 

 5-46 ᶍ ם֩  ֪

 

 

 5-47 ᵼᶍ ᶍ ᴴ ם֩  ֪
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 5-48 ᶈᶡ ᵰ  ḙḷḝḳ᷂ḋḂ֩ ם  ֪

 

また、効果測定のため、出前講座に関する調査、及び市民モニター制度による調査を実施した。 

 

 5-49 ᶷḻ᷆ᴻḐ ם֩  ֪

 

2  ֪ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ 

下記のスケジュールに基づき実施した。 
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 5-17 Ḫḏḳ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ֩ם  ֪

 

2֩  ֪  וֹ

1  ֪ ᴴ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

a.   

環境学習を行う小学4 年生の知識向上と、学校の学びを家庭の学びに繋げることによる家庭内の意

識向上を目的に、出前講座を実施した。概要を表 5 - 18 に示す。 

ם֩ 5-18   ֪

 

 
ᶱ ᵥ 4 ᶍ ᶇᴲ ᶍ ᶒᶱּק ᶍ ᶒᶊ ᵱᶪᵲᶇᶊᶧ

ᶪּק ᶍ≥  

 H

 

11 5 ֩ ֪  

11 11 ֩ ֪  

11 12 ֩ ֪  

 ᶍ 4 156  

 

 ̧ ᶊ ᶆ ᵶᵾḉḱ᷿ᶱ  

 ̧ ḁḱᶹḑᶱ ᶂᶅ ᶍᵳᶞᶍ ᶣḲḉᶻḨ ᵫ ᵴᶫᵾ ֫ ᶍאל
ᵳƎᶞᶊᶉᶂᵾ ᶍ ᶅ ᶱ  

 ̧ ᶊ ḲƎḉᶻḨ ᵪᶨ ᶊ ᶱ ᶩ ᵶᶅᶡᶨᵣƎᶈᶍᶧᵥ
ᶉ ᶍᶈᵲᶆ ᵴᶫᶅᵣᶪᵪƎ ᶆ ᶅ ᶆ ᶫᶪ ᶱ  

 ̧ ᶍ ᶊ֫ᵲᵲᶆ ᶲᵿᵲᶇᶱּק ᶆ ᵶᶅᶡᶨᵥᶧᵥᵩ ᵣᵶᶅ  

 

 

 

 

 

2021
9 10 11 12

2022
1 2

12/14

SNS
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説明時に工夫した点は以下のとおりである。 

① 小学 4 年生は授業でごみ処理の勉強をされているため、環境学習の観点を踏まえ、本市のごみ

処理の現状について、数字を示して説明した。 

② リチウム蓄電池という難しい内容を分かりやすく伝えるため、子どもに身近な製品（Ｎ社の家庭用

ゲーム機など）で使用されていることを例に挙げて説明した。 

③ リチウム蓄電池の発火の危険性を分かりやすく伝えるため、リサイクル工場の火災後の写真を使

用した。 

④ 本市の分別区分では、リチウム蓄電池を使用した製品は「粗大ごみ」になる点、講座で学んだ内

容を家庭で会話していただく点を特に強調して説明した。 

⑤ リチウム蓄電池が使用された製品を印象に残してもらえるよう、電池を手で取り出しできるサン

プル製品を準備して、実際に取り出し作業を体験してもらった。 

 

児童の主な感想・意見は、以下のとおりであった。 

 ̧ リチウム蓄電池が使用された廃棄物は「粗大ごみ」として出すこと。 

 ̧ リチウム蓄電池の発火の危険性があること。 

 ̧ 身の回りで使用している製品（パソコンや家庭用ゲーム機など）にリチウム蓄電池が使用されて

いること。 

 ̧ 廃棄物となったリチウム蓄電池が処理される様子を知りたかった。 

 ̧ 家の中でリチウム蓄電池が使用された製品を捜してみたい。 

 ̧ ごみ処理にたくさんのお金が使われていることが分かった。 

 ̧ 物を長く使ったり，食べ残しを減らしたりして，ごみの減量に取り組みたい。 

b.  ᵼᶍ ᶍ ᴴ  

リチウム蓄電池の危険性，捨て方を分かりやすく伝えることを目的に、小学校や公共施設等で配布す

るチラシを作成した。チラシは、出前講座でも活用した。 

また、リチウム蓄電池の革新性や便利さ、使用機会増加の状況と、発火の危険性や、廃棄物処理時の

火災発生を踏まえた正しい捨て方を子どもに分かりやすく伝えるため、市教育委員会が小学生を対象

に年 4 回発行している情報誌にリチウム蓄電池の特集と出前講座の様子を掲載した。情報誌は、市内

の小学校全児童、中学校全生徒、公民館等への配布を行った。 

チラシは３万部印刷し、出前講座やアンケート調査で活用するとともに、市施設窓口や市内小・中学生

に配布した。今後、本市の環境衛生協議会を通じて各戸に回覧できるよう調整中である。 

また、子ども向け情報誌を1 万 5 千部増刷し、市内全小学生や公共施設、教育施設などの通常配布

分に加え、市内全中学生に配布した。 

チラシ、子ども向け情報誌は市 HP にも掲載した。また、チラシを市フェイスブックへ掲載するよう調整

中である。啓発用の下敷きを1 万 7 千枚作成し、市内小学校全高学年生に配布予定した。 
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 5-50 ḉḱ᷿֩ם  ֪

 

 

 5-51 ᶈᶡ ᵰ ם֩  ֪

2  ֪ ᵼᶍ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֹוֹ ᶇᶍ  

a.  וֹ 

小型家電等の廃棄物に含まれるリチウム蓄電池等電池の実態把握のため、11 月 5 日～17 日に市内

5 施設で受け入れをした小型家電等の品目・組成を調査した。電池が使用された製品は，電池の種類や

取り外しの困難さについても調査した。 

本市で回収した小型家電やモバイルバッテリー等2 ,421 台を調査した結果、電池ならびに電池を使

用した製品は629 台（26.0% ）あり、このうち二次電池を使用した製品は198 台（8.2% ）であった。ま

た、調査対象のうちリチウム蓄電池使用製品は72 台（3.0% ）であった。一見してリチウム蓄電池の使

用を確認できないものや，容易に取り外しできないもの，可燃性素材に覆われた製品が多いことが分

かった。なお、リチウム蓄電池使用製品のうち多く確認された品目は、台数が多かった順に①無線通信

機械器具，②パソコン，③衣料用または衛生用の電子機械器具であった。 
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また、電池の残量があるまま廃棄されたリチウム蓄電池製品が約2 割あった。 

 

 

ם֩ 5-52   ֪

 

 

ם֩וֹ 5-53   ֪

b.  ≥  

処理工程の確認や従事者との意見交換による課題把握を目的に、10 月 27 日に粗大ごみ破砕処理

施設、市民持ち込み施設、小型家電処理委託施設を訪問し、処理施設内の発火検知フローや充電池取

り外し作業等の見学やヒアリングを実施した。 

 

 5-54 ᶇᶍ≥ ם֩  ֪

 

 



 

79  

 

3  ֪ ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

 5-19 ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶍ ם֩  ֪

 
ᶱ ᵶᵾ 4

ᶍ  

ḉḱ᷿ᶱ ᵶᵾ
ᶍ  

Ḫḓḇᴻ ᶱ ᵶ
ᵾ  

ᴴ  

ᶱ ᵶᵾ
4 ᶍ ᶊWebᶷ
ḻ᷆ᴻḐ ᶱ  

ᶆḉḱ᷿ᶱ ᵶᵾ
ᶍ ᶊWebᶷḻ

᷆ᴻḐ ᶱ  

Ḫḓḇᴻᶊ ᵶᵾ
1300 ᶊᶷḻ᷆ᴻḐ
ᶱ  

 

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ
 

 ̧ ḉḱ᷿ᶱ ᶪ ᶍḲ
ḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ

ᶍ  טּ

 ̧ ᶍ ᶱּק
ᶆ ᵶᵾᵪᶈᵥ  χ

 ̧ ᶊḲḉᶻḨ
ᶊ ᵸᶪ≥ ᶊ

ᵫᵡᶂᵾᵪᶈᵥטּ  χ

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ
 

 ̧ ḉḱ᷿ᶱ ᶪ ᶍḲ
ḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ
ᶊ ᵫᵡᶂᵾטּ

ᵪᶈᵥ  χ

 ̧ ḉḱ᷿ᶱ ᵾ ᶷḻ
᷆ᴻḐᶊ  

 ̧ ḲḉᶻḨ ᶍ
ᶣ ḉƎḱ᷿ᶱ ᶪ
ᶍḲḉᶻḨ

ᶊ ᵸᶪ ᶊ טּ
ᵫᵡᶂᵾᵪᶈᵥχ  

 

ᶱ ᵶᵾ 4

156 ᶍ ᶧᶩ
ᵣᵾᵿᵣᵾ  ֹ 37  

ḉḱ᷿ᶱ ᵶᵾ
1500 ᶍ ᶧᶩᵣᵾ
ᵿᵣᵾ   2ֹ53  

Ḫḓḇᴻ ᶊ ᵶ
ᵾ 1300 ᶧᶩᵣᵾᵿᵣ
ᵾ      5ֹ66   

 

計 856 件を集計した結果、出前講座を受講した半数以上の児童のご家庭で、出前講座の内容を家

庭内で会話していることを確認した。話した内容を覚えている保護者が多いことも確認できたことから、

親が子どもから聞いた内容は、記憶に残りやすいと推察する。行政の啓発効果、学校の教育効果、子ど

もの学習効果、ご家庭の分別理解度の向上など、行政・学校・児童・家庭のそれぞれの効果を確認でき

た。 

 

 5-55 ᶍ ם֩וֹ  ֪

 

チラシを見る前と見た後のごみの捨て方について、品目ごとに確認したところ、全ての品目の正答率

が上昇していた。特に、チラシを見る前の正答率が低かった「加熱式たばこ」の正答率が大幅に上昇した

ことが確認できた。 

 

 

 5-56 ḉḱ ᶍ᷿ ם֩וֹ  ֪
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本市のごみの捨て方をどのような方法で確認するかを聞いたところ、『冊子「家庭ごみの出し方」』と答

えた方が最も多く、次いで 「ごみステーション看板」「市ホームページ」の順であった。 

上位 3 位までの方法で確認をしている方がほとんどで、4 位以下の方法を選択する方が非常に少な

いことを確認した。 

 

 

ם֩ 5-57   ֪

3֩  ֪ ᶍ ᴴ  

1  ֪ Ḫḏḳ ᶍוֹ ᶩᶝᶇ  f

処理業者と連携した組成調査では、リチウム蓄電池廃棄物は小型家電等の回収量の約3％を占め、

また、取り外し困難な製品や、可燃性素材に覆われた製品が半数以上あることを確認した。ごみ出し時

にリチウム蓄電池の取り外しができない製品や電池の残量がある製品が含まれることを前提にすると、

収集から処分までの各処理工程で発火リスクに備える必要があることを認識した。 

学校での学びを家庭内の学びに繋げることを狙いに実施した出前講座では、児童に分かりやすい内

容で伝え、学んだ内容を家庭の会話に繋げるようお願いすることで、期待通りの効果が得られた。 

アンケート調査では、チラシを見た後に、ごみの捨て方の理解度が向上していることが確認できた。特

に捨て方が分かりにくい内容を分かりやすく伝え、多くの方に知ってもらうことが，ごみの適正排出に繋

がることが確認できた。 

2  ֪ ᶍ ᴴ  

次年度以降も適正分別に向けた啓発を継続する。特に、今回実施した学校での学びを家庭での学び

に繋げる啓発は、次年度以降も継続できるよう検討する。また、排出時の電池の絶縁、使い切りの啓発

に力を入れる。 

経費や労力の削減の観点より、紙や看板等の啓発物から、アプリやSNS などを活用した啓発手法に

転換が進むよう、市民側の行動変容を促す。（ごみST 看板にアプリQR コードを掲載する、など。） 

市民が排出した廃棄物を適正な処理先に振り分けるよう、受入職員の選別誤りを減少させる。 

関係者への要望として、リサイクル対象とならないリチウム蓄電池の処理先の確保と一見してリチウム

蓄電池使用が確認できる製品の設計等、廃棄物を処理する側が判別しやすい製品設計をお願いする。 

 



 

81 

 

4֩  ֪ Ḫḏḳ ᶇ  

モデル事業実施項目と費用内訳を以下に示す。 

 

 5-20 Ḫḏḳ ᶇ ם֩  ֪

 ֩ ⱦ ֪  

ḉḱ᷿ ᴴ╠ ᴴ  310 ḉḱ᷿30,000  

Ḫḏḳ וֹ ≠
֩ ᴲᶷḻ᷆ᴻḐ ֪ 

1,430 ᴲᶷḻ᷆ᴻḐ  

ᶈᶡ ᵰ ╠  

֩  ֪
281 1,500  

᷅ḋḂ זּ 2,185  ᵬ 17,000  

   4,205  

 

5.2.4  ₲  

1֩  ֪ ᶉ ᴴ וֹ  

1  ֪  

a.  ᶍ  

瀬戸市では、リチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を取り外せない小型家電の排出にあたっては、

JBRC 協力店に設置されているボックスか、市内リサイクルセンターへの持ち込みが必要であった。本

事業において回収体制を変更し、これまでスプレー缶の排出区分であった「発火性危険物」にリチウム

蓄電池等を含めることとした。なお、リチウム蓄電池等の他に、ライターも発火性危険物の区分で回収す

ることとした。 

 

 

 5-58 ᵳᶞ ḝḵᴻᶍ ֩₲  ֪
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b.  Ḫḏḳ ᶍ  

複数の媒体を用いてごみ収集区分が変更する旨を住民へ広く周知を行った。また、リチウム蓄電池及

び小型家電の回収量把握や市民アンケート調査で効果を測定した。 

 

 5-59 ᴴ ᶊ ᵸᶪ ֩₲  ֪

 

 

וֹ 5-60  ᶊ ᵸᶪ ֩₲  ֪
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2  ֪ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ 

下記のスケジュールに基づき実施した。 

 

 5-21 Ḫḏḳ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ₲֩  ֪

 

2֩  ֪  וֹ

1  ֪ ᴴ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

a.  ḉḱ  ᷿

啓発チラシは広報に折り込み、全戸配布を行った。また、チラシと啓発用袋をセットにして、不燃・粗大

ごみの収集を行った世帯へポスティングを実施した。 

 

 5-61 ḉḱ᷿֩ ₲  ֪
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 5-62 ḛḓᴻḳ ᶇḥḁḎᶸḻ ᶍ᷅ ֩₲  ֪

b.  ḉḱ᷿ᶍ  

外国語版（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語）のチラシを作成

し、 必要な方が自由に持ち帰ることができるように市役所1 階情報コーナーに設置した。 

 

 5-63 ḉḱ᷿ᶍ ֩₲  ֪

c.   

インターネットでの動画配信を実施し、2 月 15 日時点で 2,169 回視聴された。 
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 5-64 ᶍ ֩₲  ֪

d.  ᶆᶍ  

市内 900 か所ある既設の資源物収集場所看板に「発火性危険物 啓発シール」を貼付した。 

 

 5-65 ᶗᶍ᷿ᴻḳ ֩₲  ֪

2  ֪ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

市内を旧市街地、農業地域、新興住宅地、大型集合住宅、県営住宅の5 地区に分け、各地区から燃

えないごみ30 袋を無作為に抽出し、中身の組成調査を実施した。出し方の問い合わせが多い「小型充

電式電池内蔵製品」の燃えないごみへの混入状況を昨年度調査結果と比較した。リチウム蓄電池等内

蔵製品が燃えないごみに混入している割合は、昨年度より若干増加していた。 
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 5-22 ᵧᶉᵣᵳᶞᶗᶍḲḉᶻḨ ᶍ ֩₲  ֪
                                                    ∞ %ֹ 

  ╓  
 

 
☺   

R2 

R֩3.1.20  ֪
0.2 0.0 0.1 0.4 0.2 0.2 

R3 

R֩4.1.31  ֪
2.1 0.1 0.3 0.4 0.7 0.7 

 

 

 5-66 ḲḉᶻḨ ᶍ ֩₲  ֪

3  ֪ ḲḉᶻḨ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

不燃ごみ収集時に収集員による目視確認を行い、抜き取った発火性危険物の数量の計測を実施した。

各月の混入量と分別収集量を比較することで、発火性危険物としての回収効果を把握した。発火性危

険物の燃えないごみ混入数は4～9 月平均 691 個、10～1 月平均 960 個であった。発火性危険物の

分別収集を 10 月 1 日から開始したが、それ以降も燃えないごみとして排出されている状況であること

から、発火性危険物の分別収集について、どの程度認知されているのか確認する必要がある。 

 
 5-67 ᵧᶉᵣᵳᶞᶊ ᵶᵾ אל ᶍ ᴴ ֩₲  ֪
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אל 5-68  ᶍ ᴴ ֩₲  ֪

4  ֪ ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶊ ᵸᶪ  וֹ

下記のとおり、市民アンケート調査を実施し、新たなごみ回収体制に関する認知度について聞き取り

を行った。 

 5-23 ᶷḻ᷆ᴻḐ ֩₲  ֪

 

 4 1 27 ᵪᶨ2 15  

 ᶹḻḇᴻḕḋḐ ᶒ  

 286 

 
ᶍ ֩ ᴲ ᴲ ᶍ ᴴ ᵳᶞᶍ ᴲᵳᶞᶍ ᵶ ᶉᶈᶍ
֪ᶇ אל ᶍ ᵶ ᶊ ᵸᶪ  

 

回答数 286 人のうち、男性111 人、女性175 人であった。 不燃・粗大ごみの予約状況は回答者の

58% がインターネットを使用、ごみに関する情報はごみ・資源物の出し方と広報せとから得ている人が

多い状況であった。 

 
 5-69 ᶍ ֩₲  ֪
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 5-70 ᴴ ᵳᶞᶍ ֩₲  ֪

 

 

 5-71 ᵳᶞᶊ ᵸᶪ ֩₲  ֪

 

回答数 286 人のうち、可燃性危険物の出し方を知っていると答えた人は44 %だった。出し方を知っ

ている人の41% が、本事業で作成した啓発チラシにより情報を得たことが分かった。また、出し方を知ら

ないと答えた人で啓発動画をご覧いただいた人の95% が、出し方が分かったと回答した。回答者全体

では動画による出し方の理解度は、全体では96% であった。動画による啓発により、高い理解を得るこ

とができた。 
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אל 5-72  ᶍ ᵶ ᶊ ᵸᶪ ֩₲  ֪

 

 5-73 ֩₲  ֪

 
 5-74 ᵶ ᶱ ᶨᶉᵣᶇ ᵧᵾ ᶍ ᶊᶧᶪ ֩₲  ֪
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3֩  ֪ ᶍ ᴴ  

1  ֪ Ḫḏḳ ᶍוֹ ᶩᶝᶇ  f

リチウム蓄電池及び小型家電の回収量把握から、10 月 1 日の分別収集開始以降も燃えないごみへ

の混入状況が改善されていないことが分かった。 アンケートの結果から、本市の発火性危険物の出し

方に関する認知度は 44% であった。また、本事業で配布した啓発チラシにより出し方を知ったという人

が 41% であり、最も多いことが分かった。不燃・粗大ごみ予約サイトに掲載した動画は、1 月 27 日から

2 月 15 日で 2,169 回視聴された。動画による啓発では、回答者全体で 96% 、出し方を知らないと答

えた人でも 95% の人が「出し方が分かった」と回答した。動画による啓発は非常に有効であることが分

かった。 

2  ֪ ᶍ ᴴ  

発火性危険物の正しい出し方の認知度をさらに上げることが課題である。燃えないごみに含まれる発

火性危険物を分別収集日にお出しいただけるよう、啓発を継続する。ごみの予約時やごみ出し時など、

ごみの排出シーンに併せた啓発を継続していくことが重要である。ごみの排出シーンとして、不燃・粗大

ごみ予約サイトでの動画配信の効果が高かったため今後も継続する。また、動画の QR コードをごみ関

連媒体に貼付するなどし、動画を視聴してもらえる機会を増やしていく。また、資源物集積所看板への

啓発用ステッカー貼付を進め、ごみ出し時に目につく仕掛けを作っていく。 

4֩  ֪ Ḫḏḳ ᶇ  

モデル事業実施項目と費用内訳を以下に示す。 

 

 5-24 Ḫḏḳ ᶇ ₲֩  ֪

 ֩ ⱦ ֪  

ḉḱ᷿ ᴴ╠ ᴴ  385 ḏ᷾ᶹḻᴲ╠ ᴲ  

ḉḱ᷿֩  ֪

ᴴ╠  
546 ᴲ╠  

ḛḓᴻḳ ᴴ╠  488 ḏ᷾ᶹḻᴲ╠  

 422  

᷄Ḳᶷḝᶶᶹḳ╠  194 ≠  

∏ ḁḎḋ᷀  ᴻ 130  

≥  - ֩ ᶊᶅ ֪ טּ

 2,165  
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6.  ḲḉᶻḨ  

前章まで、市区町村におけるリチウム蓄電池等処理困難物対策について整理したが、リチウム蓄電池

等のライフサイクル全体に目を向けると、リチウム蓄電池等の製造、販売、使用済製品の回収といった段

階においても、関係主体による対策が実施されている。 

本章では、ライフサイクル全体で実施されている対策を分類し、対策を実施する上での課題や、課題

解決に向けた今後の方向性について整理した。 

6.1  ᵴᶫᶅᵣᶪḲḉᶻḨ  

6.1.1  ḱᶹḝ᷊ᶹ᷄ḳ ᶆᶍ  

リチウム蓄電池等処理困難物（以下、リチウム蓄電池等）に対して現在実施されている対策は、①電池

を混入させない対策と②電池の混入を想定した対策に大きく分類することができる（図 6 - 1）。①につ

いては、表示、周知、適切な分別、回収体制の構築、収集運搬時の目視確認、手選別が、②については、

中間処理時の目視確認、手選別、炎等検知器、カメラ、消火設備等の設置が挙げられる。 

 

 

 6-1 ᵴᶫᶅᵣᶪḲḉᶻḨ ᶍ  

6.1.2  ᶱ ᵥ ᶆᶍ ≥  

前述の対策分類（①②）を、さらに対策の目的別に分類し、現在実施されている具体的な対策と、対策

を行う上での留意点を表 6 - 1 に整理した。 
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 6-1 ᶉḲḉᶻḨ ᶇ ᶱ ᵥ ᶆᶍ ≥  

 
ᶍ  

ᵴᶫᶅᵣ  ᶅ

ᶉ  
ᶱ ᵥ ᶆᶍ ≥  

ӡ ᶱ
ᵴᵺ

ᶉᵣ  

A ḲֹḉᶻḨ ᵫ
ᶊ ᵴᶫᶅᵣ

ᶪᵲᶇᵫ ᵪᶪ 

ḲḉᶻḨ ᶱ ᵶ
ᶅᵣᶪᵲᶇᶱ ᶗ  

¶ ᶍ ֩ ᶗᶍ
ᶉᵶ  ֪

¶ ḲḉᶻḨ ᶣᵼᶍ ᶍ
ᶡ ᶠᴲ ᶮᶫᶅᵣᶪ ᵫ
╗ᵴᶫᶅᵣᶉ  r

B ḲֹḉᶻḨ ᶱ
ᵪᶨ ᶩ ᵸᵲᶇ

ᵫᶆᵬ  ᶅ

ᶩ ᵶᵫ ⌐ᶉ ᶱ
ᵥ֩ᶆᵬᶉᵣ ᶎ
ᶍ ᶱ ᵸ

ᶪ  ֪

¶ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶩ ᵶᵫ
סּ ᶉ ╗ ᶍ  

¶ ᶩ ᵶᵫ ⌐ᶉ ᶍ
֩ ᶗᶍ
ᶉᵶ  ֪

¶ ╗ ᶍ ᵫ ᶊ ╗
ᶱᵲᵷ ᵰᶧᵥᶇᵶᶅאל

ᶊᶃᶉᵫᶪ ∏ᶡ  

C ḲֹḉᶻḨ ᶡᵶ
ᵮᶎ ╗
ᶱ ᶊ ᵸᶪᵲᶇ
ᵫᶆᵬ  ᶅ

ᶍ J֩BRC

ᶗᶍּנ ᴲḩᴻ᷀ᴻᶍ
 ֪

¶ ᶍ ḳᴻḐᶆᶎ ᶆᵬ
ᶉᵣ ᶍ J֩BRC נּ
ḩᴻ᷀ᴻᶍ ᴲ ᵶᵾᶩ
ᶨᶲᵿᶩᵶᵾḲḉᶻḨ ֪ 

Dֹ ᵫ ᶉ
ᶱ ᶊ

ᵶᴲ ᶊ┌ᵸᵲᶇᵫ
ᶆᵬ  ᶅ

ᶊ ᵰᵾ  ¶ ḲḉᶻḨ ᶍ
֩טּ ḲḁḐᵫ ֪ 

¶ ḲḉᶻḨ ᶍ ᶍ
 

¶ ḳᴻḐ∙ ᶍ וֹ ᶉ
ᶍ  

¶ ᶗᶍ  

Eֹ ᵶᵾḲḉᶻḨ
ᶱ ᵸᶪᵲ

ᶇᵫᶆᵬᴲ ᶊ
ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

ᴴ  

ḳᴻḐᶍ  

¶ ᶍ ◖ ᴲ
ḱᶹḻᶊꞌᵷᵾ ᶉ
ᶍ  

¶ ╢ᶍ ֩ ᴲ
 ֪

Ӣ ᶍ
ᶱ
ᵶᵾ
 F ḲֹḉᶻḨ ᶊ

ᶧᶪאל ᶱ ᵸ
ᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

ⱴ ᴲ᷀ḩḱ ᶍ
 

¶ ᶍ ḱᶹḻᶊꞌᵷᵾ
ᶉ ᶍ  

¶ ᶍ ֩  ֪

Gֹאל ᶱ ᵸᶪאל
ᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

אל ᶍ  ¶ ᶍ ḱᶹḻᶊꞌᵷᵾ
ᶉ ᶍ  

¶ ᶍ ֩  ֪

6.2  ḲḉᶻḨ ᶱ ᵥ ᶆᶍ ᶇ ᶍ  

前章までで、先進的な取組を行う市区町村へのヒアリングや、市区町村を対象としたモデル事業の実

施結果を踏まえ、市区町村において取り得る対策について整理を行ってきたが、6.1 で述べたリチウム

蓄電池等のライフサイクル全体での対策という観点で有識者等との議論を行った結果、市区町村におけ

る取組だけでは課題解決には至らないことが鮮明となった。 

そこで、リチウム蓄電池等処理困難物対策を行う上での課題に対して、市区町村において取り得る対

策と併せて、市区町村以外の関係者を巻き込んだ上で今後の対策の検討が必要な事項を検討し、その

結果を表 6 - 2 に整理した。今後も、引き続き関係者による検討を行い、具体的なリチウム蓄電池等処

理困難物対策への落とし込みを検討していく。  
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 6-2 ḲḉᶻḨ ᶱ ᵥ ᶆᶍ ᶇ ᶍ  

ᶍ  ᶱ ᵥ ᶆᶍ  ᶊᵩᵣᶅ ᶩ ᶪ  
∙ ᶍ ᶡ ᵬ ᶲᵿ ᶆ 

ᶍ ᵫ ᶉ ᵊ ᶍ  ɛ

A ḲֹḉᶻḨ ᵫ
ᶊ ᵴᶫᶅ

ᵣᶪᵲᶇᵫ ᵪᶪ 

ḲḉᶻḨ ᶱ ᵶᵾ ᵫ טּ
ᵶᴲ ᵶᶅᵣᶪᵪᶈᵥᵪᶍ ᵫ ᵶᵣ

ᵫᵡᶪ  G

¶ ᶣ JBRC ᶍ ᶡ
ᵶᶉᵫᶨᴲ ᶣ

╢ᶗᶍ ᴲ ≥ ᶱ ᵥ  G

¶ ╗ ᶍ ᵫ ᶊ ╗ ᶱ
ᶊᵲᵷ ᵰᶅ ᶊᶃᶉᵫᶪᵲᶇ

ᶱ ᵯᵾᶠᴲ ᶍ ⅛ ᶊ ᶂ
ᵾ ᶱ ᵣᴲ ᶉ ᶱᵶᶉᵣᶧ
ᵥ ≥ ᶱ ᵥᴳə ḩᴻ᷀ᴻᴲ

ḩᴻ᷀ᴻɛ  

¶ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶱ ᵷᶅᴲḲḉᶻḨ
ᶍ ᴲ↨ ᶉ ᶩ ᵶ

ᶉᶈᶍ ᵫᶉᵴᶫᶪ ᶞᶱ
ᵸᶪᴳə ḩᴻ᷀ᴻᴲ

ḩᴻ᷀ᴻƎ  ɛ

¶ ᶝᵾᴲ ᶍ ᶊ ᶍ ᵫ
ᶞ ᶩᶊᵮᵮᶉᶨᶉᵣᶧᵥᶊᴲ
ᶱ ᵸᶪᴳə ḩᴻ᷀ᴻᴲ
ḩᴻ᷀ᴻ  ɛ

B ḲֹḉᶻḨ ᶱ
ᵪᶨ ᶩ ᵸᵲ

ᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶩ ᵶᵫ סּ ᶝᵾᶎ
֩ ᶉ ᵫ ֪ᶉ ᵫ

ᵸᶪ  G

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶩ ᵶ ᶊ ᶉ
ᵫ ᵸᶪ ᶍ ᵫ ᵸᶪ  G

C ḲֹḉᶻḨ ᶡ
ᵶᵮᶎ ╗
ᶱ ᶊ ᵸ

ᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

ᶍᵳᶞ ᶆᶎḲḉᶻḨ ᶱ
ᵶᶅᵣᶉᵣ ᴲ ᶗ ᵸᶪ
ᵫᵡᶪ  G

¶ ᶊᵩᵣᶅḲḉᶻḨ ᶍ
ᶱ ᵸᶪ֩ ᶍ╥ ᶍ

ᶡ ֪  G

¶ ᶱ ᵶᴲ ᶍ ᶍ
ᶆ ᶆᵬᶪᶧᵥᵸᶪ  G

¶ JBRC ᴴ ᶱ ᵸ
ᶪᴳəJBRCᴲ  ɛ

קּ ¶ Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ ᶊᶧᶪ
ᶉ ḳᴻḐɵ ᵸᶪᴳə
 ɛ

JBRC ᶊּנ ᵶᶅᵣᶉᵣḩᴻ᷀ᴻᶍ ᶡ
ᵮ ᵶᶅᵣᶪ╗ ᶆ JƎBRC ᶆᶎ

ᶆᵬᶉᵣᵲᶇᵪᶨᴲ נּ ᶍḩᴻ᷀ᴻᶍ
ᶎ ᵫ ᶨᶫᶅᵶᶝᵥ  G

- ¶ JBRCᶊּנ ᵶᶅᵣᶉᵣḲḉᶻḨ
ḩᴻ᷀ᴻᶊᶃᵣᶅᴲּנ ᶱ

ᵸᶪᴳə JBRCᴲ ḩᴻ
᷀ᴻᴲ  ɛ

ḩᴻ᷀ᴻᶊᶧᶂᶅᶎ ᶍ ᶱ
ᵶᶅᵣᶪᵫᴲ ᶆᶎ ᶣḩᴻ᷀ᴻᵫ
ᶨᶫᶪ  G

- ¶ ᵫ ᵣᶇ ᵧᶨᶫᶪ ᶱ
ᶊᴲḩᴻ᷀ᴻᶊᶧᶪ ḁ᷂ᴻḨᶍ

ᶱ ᵸᶪᴳə ḩᴻ
᷀ᴻᴲ  ɛ

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶱ
ᵮ №ᶆᵬᶅᵣᶉᵣ  G

- ¶ ᵪᶨᶍ ᶆᵡᶫᶏᴲ╗
ᶱ ᵸᶪᵲᶇ

ᶆ №ᶆᵬᶪּס ᵫᵡᶪ  G

¶ ᶍ №ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ
ᶍḏᴻḇᶡ ᶇ ᵧᶨᶫᴲḏᴻḇᶱ
ᶪ ᶊᶃᵣᶅ ᵫ  G
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ᶍ  ᶱ ᵥ ᶆᶍ  ᶊᵩᵣᶅ ᶩ ᶪ  
∙ ᶍ ᶡ ᵬ ᶲᵿ ᶆ 

ᶍ ᵫ ᶉ ᵊ ᶍ  ɛ

Dֹ ᵫ ᶉ
ᶱ ᶊ

ᵶᴲ ᶊ┌ᵸ
ᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

ᶊᶧᶪ ᵫ ᵬ ᵪᵹᴲ ᶉ
ᶱ ᶨᶉᵣ ᵫ ᵸᶪ  G

¶ ᴲ ᶉᶈᴲ ᶅᶍ ᶍ
ᶗ ᵫᶆᵬᶪᶧᵥᶊ ᶱ
ᵸᶪᴳ֩ ᶍḉḱ᷿ ᶣ
HPᶗᶍ ᶊּנᵧᴲʊ ḟḲᶍ ᴲ

ᶡ ᵧᶨᶫᶪ  ֪

¶ ᵶᶅᵬᵾᶏᵪᶩᶍ ᶗᶍ ᶱ
ᵸᶪ  G

¶ ᶊᵩᵰᶪ וֹ ᶉ ᶱ
יִ ᶆᵬᶪᶧᵥᴲ ᶍ ᶡ
ᶠᵾ ᶱ ᵸᶪ  G

ᶩ ᵶᵾḲḉᶻḨ ᶊᶃᵣᶅJƎBRC

ᵪᶈᵥᵪ ᵫ ᶉ ᵫᵡ
ᶪ  G

¶ ᶣ JBRC ᶍ ᶡ
ᵶᶉᵫᶨ ḲƎ᷊ᶹ᷄ḳḦᴻ᷄ᶍ
ᶣ ᵶᵾᶩ ᶨᶲᵿᶩᵶᶅᵣᶉᵣ

ᵪᶍ ᶍ ᶱ ᵥ  G

¶ JBRC ᶆᶉᵣḲḉᶻḨ
ᶊᶃᵣᶅᶡᴲᶧᶩ ᶊ ᶆᵬᶪ
ḳᴻḐᶣ ᶍ ᵫ ᴳə

ᴲ טּ  ɛ

Eֹ ᵶᵾḲḉᶻḨ
ᶱ ᵸ

ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᴲ
ᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆ
ᵬ  ᶅ

ᶆ ᵸᶪּז ᶍ ᶊᶃᵣ
ᶅᶎ╗ ᶍ ᵫᵡᶪᵫᴲוֹ ᶊאל ᶍ

ᵫᶉᵮᶉᶪ ᶆᶎᶉᵮᴲ ᵫᵡᶪᴳ 

- ¶ ╥ᵬ ᵬᴲ ᶇᶡ ᵶᶅᴲ
ᶡ ᶠᵾḱᶹḝ᷊ᶹ᷄ḳ ᶆᶍ

ᶍ ᵫ  G

ḲḉᶻḨ ᶱ ᵶᵾ ᵫ טּ
ᵶᴲ ᵶᶅᵣᶪᵪᶈᵥᵪᶍ ᵫ ᵶᵣ

ᵫᵡᶪᴳ֩ ֪ 

¶ ᶣ JBRC ᶍ ᶡ
ᵶᶉᵫᶨᴲ ᶣ

╢ᶗᶍ ᴲ ≥ ᶱ ᵥᴳ֩
 ֪

¶ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶱ ᵷᶅᴲḲḉᶻḨ
ᶍ ᴲ↨ ᶉ ᶩ ᵶ

ᶉᶈᶍ ᵫᶉᵴᶫᶪ ᶞᶱ
ᵸᶪᴳə ḩᴻ᷀ᴻᴲ

ḩᴻ᷀ᴻƎ ᵋ
֩  ֪

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶩ ᵶᵫ סּ ᶝᵾᶎ
֩ ᶉ ᵫ ֪ᶉ ᵫ

ᵸᶪᴳ֩ ֪ 

ḲḉᶻḨ ᶍ ᶩ ᵶ ᶊ ᶉ
ᵫ ᵸᶪ ᶍ ᵫ ᵸᶪᴳ֩ ֪ 

ᶊᵩᵰᶪ ᴲḲḉᶻḨ ᶍ
ᶩ ᵶ ᵫ ᵶᶅᵣᶪנּ  G

¶ C~D ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶉ ᶊᶧ
ᶪ ᶱ ᵸᶪ  G

¶ A~D ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶉ ᶊᶧ
ᶪ ᶱ ᵸᶪ  G

ḙḋ᷀ᴻ ᶆ ᵶᶅᵣᶪᵳᶞ ᶊḲḉ
ᶻḨ ᵫ ᵸᶪᶇ ⅓Ǝ ᶣ
ᶊ ⱶᴴ нאל ᶪ  G

¶ C~D ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶉ ᶊᶧ
ᶪ ᶱ ᵸᶪᴳ֩ ֪ 

¶ ḙḋ᷀ᴻ ᶗᶍ ᶊᴲּס ᶉ ∫
ᶆ│ ᶍ ᶱ ᵣᴲ│ ᵫ
ᵴᶫᵾ ╓ᶊᶎḉḱ᷿ ᶆ ≥ ᶱ
ᵥ  G

¶ A~D ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶉ ᶊᶧ
ᶪ ᶱ ᵸᶪᴳ֩ ֪ 

ᵶᵾᶩ ᶨᶲᵿᶩᵶᵾḲḉᶻḨ
ᶊᶃᵣᶅᴲᵼᶍ ᵫ ᶨᶫᶅᵩᶩᴲ

ᶍ ᵫ ᶇᶉᶂᶅᵣᶪ  G

¶ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ
֩ ᶍ ᶱ ֪ᶆᵡᶫ

ᶏᴲ ᵫּס ᶉ ᵫᵡᶪ  G

¶ ᶎḲ᷊ᶹ᷄ḳ ᵫ ᶝᵶᵣᵫᴲ
ᶉ ᶆᶍאל Ḳḁ᷄ᶍ ᶣ
ᶗᶍ ᶍ ᵫ  G

ᵪᶨ קּ Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ
ᶗ╥ᵬ ᵸ ᶊᴲ ᵫ ᶆᴲ
ᶍ ᵫ ᵷᶪ ᵫᵡᶪ  G

- ¶ ᶇ ᶇᶍ ᶆ ᶍ
ᴲ╗ ᶍ ᶡ ᶠᴲ
ᶍᵸᶩ ᶮᵺᶱ ᵣᴲᵼᶫᶊⱲᶂᵾ
ᴲ ᶱ ᵥᴳə  ɛ
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ᶍ  ᶱ ᵥ ᶆᶍ  ᶊᵩᵣᶅ ᶩ ᶪ  
∙ ᶍ ᶡ ᵬ ᶲᵿ ᶆ 

ᶍ ᵫ ᶉ ᵊ ᶍ  ɛ

F ḲֹḉᶻḨ
ᶊᶧᶪאל ᶱ
ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

Gֹאל ᶱ ᵸאל
ᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

ᶆᶡ ⱶᴴ ᵫאל ᵸᶪᵾᶒᶊ
ᶱ ᵶᶅ ᴲ אל ꞌᵫ ᶆᵡ

ᶩᴲᵼᶍ ᵳᶞ ᵫ Ⱬᵸᶪ G

¶ ᶍ ֩│ ᴲ ֪
ᶍ ᴲטּ ᶊᶧᶩᴲטּ ⱶᴴ ᶍאל
ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪ  G

¶ ⱶᴴ אל ᶍ ᴲ אל ꞌᶍ
ᴲטּ ᶊᶧᶩᴲטּ ᶍ

ᶱ ᶊᵸᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪ  G

¶ ᶊᵩᵰᶪ וֹ ᶉ ᶱ
יִ ᶆᵬᶪᶧᵥᴲ ᶍ ᶡ
ᶠᵾ ᶱ ᵸᶪᴳ֩  ֪

ḲḉᶻḨ ᶊ ᵫּנᶮᶂᵾ ᶍᶞᶉ
ᶨᵹᴲ ᵫ ᶂᶅᴲᵼᶫᶧᶩᶡᶍ ᶆ
ⱶᴴ  ᵸᶪGאל

¶ ᵳᶞ ᶣ ᶊᵩᵣᶅᴲ
ᴲ אל ᶍ ᶍ ᴲ

ᶱ ᵸᶪ  G

¶ ⱶᴴ אל ᶍ ᶣᴲ ᶉ
אל ꞌᶱ ᵶᶣᵸᵣᶧᵥᶊᴲ

ᶍ ᶱ ᵸ  G

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ḲḉᶻḨ  

20 22 3  

 

 ᴴ  

 


